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ＷＩＰＳＳ第７４回定例研究会ならびに警察政策学会研究部会（「子供を守

るための地域連携研究部会」）公開研究会「子どもを守るための警察を起点

とした地域連携のあり方（第２回）―学校でのいじめや校内暴力事案ならび

に児童虐待事案を中心に―」開催記録 
 
本報告は，¯察政策学会研究部会「E�を守るための地域連携研究」の一�として，2020（令

和 2）年 1 月 11 日（土）に早稲田大学早稲田キャンパス 8 号館B1 階 107 号教室にて開催された

公開研究会の記録である。 

なお，本報告における肩書は，全て当時のものである。 

 
1 開会の挨拶 

2 第一部 C県¯本部からの報告 

3 第二部 パネル・ディスカッション 

4 閉会の挨拶 

 
Ö 開会の�� 

 

=�T0WIPSS 招聘研究員（国士舘大学法学部I任講師�早稲田大学社会安全政策研究所招聘

研究員）：それではよろしいでし��か。それでは，ただ今より早稲田大学社会安全政策研究所，

WIPSS 第 74 回定例研究会なら�に¯察政策学会研究部会，「E�を守るための地域連携研究部

会」の公開研究会，「Eどもを守るための¯察をÅ�とした地域連携のあり�（第 2 回）��学

{でのい�めや{内d力事案なら�に(�£Z事案を�心に��」を開催したいと思います。 

 私は«川[生の�で，t機関連携に関する研究に£ 10 年，大学院生のÔから携-ってきまし

た関係で，本日の総合司会を務めることになりました，招聘研究員の=�と¦します。本日はよ

ろしくお願い¦し��ます。 

 初めに，本日の研究会の構成です。第一部では，私たちがこの 2 年Óで¸Gをいたしました|

�，]�，C=，?�，この 4 つの県¯からの現状報告を行っていただきます。その後，�Yを

`�まして，第二部では第一部の報告をÅまえ，機関連携を�ー�としたパネルディスカッショ

ンを行�予定でご�います。!と�，よろしくお願いいたします。 

 それでは第一部の開Qに[立ちまして，WIPSS のÜGであります«川正»早稲田大学名Æ教
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ないG題が�めて的確に，ほ�全部-された最高qzの会È，Ôまりになったのではないかと思

っております。 

 これだけの��にÔまっていただけたのも，早稲田大学と連携したからこそではないかと思っ

ております。 

 いろいろ�っておりまして改めて感�ましたことは，検察庁が本pでこのよ�なことに取り組

�で 5 年ぐらい――いやそ�なことない 10 年ぐらいとい��もいるかも�れませ�が，全体の取

り組�として�実に2に進�でいるなとい�ことと，それから，こ�やって��なで一生b$や

っていくと，これはも�後bりしないでど�ど�2に進�でいけるのではないかと改めて確"い

たしました。 

 É�で«川[生から4.�やかしで，検察庁には�村°Eしかいないのではないかとい�よ�

なごÃ旨の発Âがご�いましたけれども，私が名�を¾て�っているだけで，t.この場に林さ

�も入れると 17～18 人は現職の検事が来ていて，�にはベ�ランの人もいますけれども， まだ

まだこれから社会福祉士のÀkを取ろ�かとい�人もおられまして，つまり，検察庁にÕ定して

もそれだけこれを支える人が�ってきている-けでご�いますから，もちろ�それ�れの.Òで，

[ほど弁護士会についてÌ.¸Éしたご発Âがご�いましたけれども，弁護士さ�の��の�で

もこの.Òを支える人たちが次�に�ってきているなと思っている-けでご�います。 

 ��それ�れのお立場で今日のこの内容を役立てていただきまして，これから[のますますの

|�につな�ていただけれ�主催¼の１人としてまことにRいでご�います。 

 本日はど�もありがと�ご�いました。 

司会：小津[生，ありがと�ご�いました。 

 皆様�も，長時Ó大Oお�れさまでご�いました。�nµな会Èになりましたことを心から感

®¦し��ます。 

 本日はお�れさまでご�いました。 
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がら|たに学�直している状況です。 

 本当に人Óとい�のは大Oなもので，人Óの両¶をsって生まれてきたからだといって，人Ó

になる-け��ない。人Óが人Óになるためには，人Óによって£定的に人Óの文化を�えられ

なけれ�ならない。Ê�Eだけ��人Óになれない，こ�なことはポル�ンとい�人が，�人

Ó生理的早}説�とい�本の�で書いていましたけれども，そ�い�ことがい-れています。 

 £定的な学«とい�ことの�で，一�大事なものはDIだと思います。大~のDIは，E�を

$全に�成していくことを願っているし，実Öにそれを�たしている。だから，�の所があまり

し�し�り-てくる[要はない。しかし，�には�Rなことに¶がE�を£Zするとい�よ�な

事aがÅこってきてしま�。今は，「法はDIに入る�から�」な�てい�こと-�があるよ�

です。そ�¢5に入っち�いか�とい�よ�なことになっていますし，また，H室の�で行-れ

たものを発¾するのはなかなか容易��ない。そ�いったことで大事になってしま�よ�な事a

がある-けですけれども，(�福祉司のIÔÔ団と，(�相¼所が一Êり-てきますけれども，

(�相¼所だけでこのG題が解�できるかとい�と，�してそ���ない。(�£Zのいろ�な

�aを考えていくと，(�福祉司のIÔÔ団だけではaえきれないよ�な´Òな事aがあります。

また，(�£Zが犯罪に¬当するよ�な場合ですと，これは犯罪にW+するÊ任をÄ-されてい

る機関が*ÉÄけられていますから，�たちが，¯察とか¯察機関，裁判所とかそ�いったのが

ありますが，こ�いった所の�事になります。 

 これらが全て�3りの行政組�でl-れています。しかし，-れ-れ人Óとい�のは�3りで

.sされるよ�なS在��なくて，�で3ったものを足したら人Óになるかといったら人Óにな

る-け��ありませ�。そもそも全体をaえるためには，それなりのW応をしていかなき�いけ

ないとい�ことになって，�3りの組�で，.業体制をhいてW応していくとい�のは，どの�

�でも大事なことな�だけれども，これを³正するための�組�とい�のを考えなき�いけない。 

 そこで��にい-れだしているのが，横3り0の機関連携とい�在り�です。今，いろ�な所

で機関連携のことが話題になってきて，今，そ�いったn味では，はやりの 1 つなのかもしれま

せ�。私たちが<z年2にこのG題を取り��たときにも，かなり横3り0のG題連携がなされ

ていました。けれども，こ�いったbで 1�の本になるぐらいの研究とい�のは，そ�たくさ�

あった-け��ありませ�。私もこのG題をQめて，この研究に携-って!強するよ�になって，

いろいろ学�せていただきました。 

 今日は�に¯察をÅ�とした横の連携の在り�について，4 つの県¯本部からの報告を基にシ

ンポジウムを行�とい�ことになります。その�に，·きSれないÂ°などがt�-てくる可能
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授より本日の開会のごあいさつ，およ�今回の#画のÃ旨についてのご説明をいただきたいと思

います。«川[生，よろしくお願いいたします。 

«川正»WIPSSÜG（早稲田大学名Æ教授）：改めて，[ほど紹介がありました，今，¯察政

策学会の 1 つの研究部会として，私たちの研究�9を進めていて，WIPSS の�ン�ーのz人の

�と�ームを組�で，研究�9を行っています。その研究部会の名�は，私が考えてつくったは

�な�だけれども，!でこ�な名�にしたのかなとい�のが，ち�っと疑Gに思って，考えてい

たところです。「E�を守るための地域連携研究部会」とい�名�な�です。「E�を守るため」

と書いてあるけれども，一体これは!から守るのか，!から守っているのかを書いていなかった。 

 この研究部会を立ち��る£ 8 年か 9 年2に，�学W術m»機構，略して JST とい�Â°を使

いますけれども，そこからtÕの³7Ïをもらって，確か 6,000�。ただし，大学に)し��ら

れるのが 33ですから，73しか使えないとい�ことですけれども，それでも私たちの社会学�

の研究にとっては非QにtÕのおÏだった�です。そのときにつくった成��が，こ�いった本

に，あそこの9�の所にご�いますので，後でご´いただけれ�と思います。 

 そのときの�ー�は，ここにもち��と-ていますが，「E�を犯罪から守るための�機関連

携」です。̄ 察政策研究部会の部会では，「犯罪から守る」とい�Â°は使-れていない�です。

これは恐らく，私のn¿の�で，そのÂ°をn図的に使-なかった�だと思います。 

 改めて³足してお話ししますと，!から守るのかとい�と，E�の$全�成，教�基本法，(

�福祉法，それからK年法とい�法d，その法dの最初のほ�，�Ýの 1wとか 1wÉりにはそ

の法dの目的が書かれていて，い�れも「心Çの$全�成」あるいは「$全�成」とい�Â°が

使-れています。!から守るのかとい�と，,体的にはいろ�なものがある�だけれども，それ

をまとめてÂった場合には，「K年の$全�成をÍGするよ�な事aからE�を守る」とい�こ

とな�だと，³足したいと思います。 

 そ�いった事aはいろいろある-けですが，今回-�か 3 時Óち�っとの研究会ですから，総

括的にやってしま�とf�になってしまいますので，その�でもDIにおける(�£Z，それか

ら学{におけるい�め，場合によっては学{内の生TÓのd力xwな�てこともあるかもしれま

せ�が，そ�いったものからE�を守るための機関連携とい�ことに��を�って，話を進めて

いただきたいとい���に思っています。 

 E�を$全�成するÊ務とい�のは，ま�もってDIにあると思います。私のE�はそれ�れ

§8して，DをÒ�立っていきました。6のほ�は<ができて，改めて小さいE�をÓËで¾て

いる�ですが，「E�を�てるとい�ことはこ�な��なことだったかな」と，改めて復«しな
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本部K年課に所Iの�もいらっし�います。その違いなどについては，第二部でvß[生のほ�

から，¯察の組�なども2め改めてご紹介をいただきます。 

では，よろしくお願いいたします。 

 

�|�県¯からの報告� 

ÏE孝E（|�県¯察本部生�安全部K年課課長³�）：皆さ�，こ�にちは。|�県の¯察本

部K年課から参りましたÏEと¦します。今日は，|G�に	って|�からこちらに来た�です

けれども，|G�に	った直後，「今日の会Èはど�なる�だろ�。ち��と話ができる�だろ

�か」とすごく�安で，z�もあまりできなかったこともあって，ど�しよ�かとい�psちが

すごく強かった�です。 

でも，この会は!のためにある�だっけと，その目的を改めて考え，これはE�たちのために

ある�だと思った�Óに，私の�で，「大事なことを¾Cっていたな。¦し«なかったな」とい

�思いが~いた�です。今日の会Èに参加するに当たって，私は¹.のことしか考えていなかっ

た�ですよ
。�まくÂえなかったらど�しよ�とか，R�かしいことになったらど�しよ�か

とか，そ�なこと�かり考えていた�です。本来の目的，E�たちのためにこの会があって，そ

れを一生b$考えてくださる皆さ�とこ�して一¥の�Óにいられる�だ，その目的をÀするた

めに私はここに来る�だ，と思ったときに，!となく力が~いたpがしました。 

本当はこ�な話をするつもりはなかった�ですが，改めて私の今日の役3，使$を¹.の�で

確ºするn味で，Âいたくなったので，今ここでお話をさせてもらいました。 

ま�，私のÇ.な�ですが，¯察官ではありませ�。一般職員です。その�で，職名はK年¯

察³F員，|�県はこ�い�名�です。い-ゆる¯察の³F職員です。 

私はこの職に就いてから 30 年がたちました。主に現場で，E�たちとか¶gさ�と一¥にな

って，いろいろやってきた現場人Óです。今，本部のデス�に来て 2 年がたつ�ですが，なかな

か.からないことがいっ�いあります。得n.Òはいい�ですが，それ以外のところで�安もあ

る�ですが，!かしら皆さ�のお役に立てれ�いいなと思ってここに立っておりますので，よろ

しくお願いいたします。 

それでは，�ジ��にrって説明をさせていただきたいと思います。|�県¯察本部K年課と

書いてある�ジ��になります。 

1 �目の「K年課の組�について」です。!側に組�のイ�ージの図がdいてあります。q円

（だえ�）が 5 つある�ですけれども，�の 3 つが#画・tF係，³F係，K年�[係とい�も
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]がご�います。ここから[は PR になる�ですが，この本をご´いただくと，一�後ろに�語

解説とい�sがあって，機関連携のG題を学�Öに[要な�語が，それ�れのIÔDによって解

説されています。 

 もし，今日の話を·いて，さらに!強されたいとい��は，あそこに 50�ほどªいてご�いま

すのでお»い求めいただく。ただ，[ほど¦し��たよ�に，これはも�oに<z年2のもので

すから。私はこの 4 つの都Pを¸Gして，お話を�って，いろ�な所でいろ�な取り組�がされ

ている�だと。ここはあまり目立たなくて!もやっていないと思ったら，そ�なことはないとい

�ので，どこへ行っても|発¾がありました。そ�いったn味では，この 2 年ÓにÕってですけ

れども，2 年Óの�でも最|の情報が2まれています。 

 それから，今日お½しになっている�でも，|�は一r年に行っている�です。それからする

とも� 1 年，あるいは 2 年がたっているものですから，私どもが調�たところよりもさらに|し

いものがF入されている可能]があります。そ�いったn味では，私も今日は|発¾で，あそこ

へ行って，>ないでしっかりお話をお�いしたいと思っています。 

 あと，本来は主催¼であるÊ任¼，棚村[生とい��が所長をやっていますので，Nが最後の

�めのあいさつとい�ことな�ですが，Nは�に�事ができてしまったとい�ことで，も�一度

私がし��る機会が再度¸れますから，Âい足りなかったところはそのときにまたお話しします

ので，��それを�Zして，最後まで今日はお�き合いいただけれ�ありがたいと思っておりま

す。ど��よろしくお願いいたします。 

 

２ 第�部 ��警�部からのha 

 

=�：それでは，これからC県¯よりご報告を頂きたいと思います。Ö�は私たちが¸Gした|

�県，]�県，C=県，?�県のÖでお願いいたします。 

初めに|�県です。私たちは£ 2 年2の 2018 年 2 月に¸Gさせていただきました。 

私たちが¸GしたÖには，全国初となる「い�めW策係」がK年課内にÄªされたこと，それ

と同時に県教�D員会内に「い�めW策生TtF支援室」もÄªされたことを�いました。い�

れも�発な人事交�を2めた連携体制でい�めへのW応を行っていたことが&象的でした。 

今回ご報告していただきますのは，|�県¯察本部生�安全部K年課課長³�のÏE孝Eさ�

です。よろしくお願いいたします。 

なお今日は，¯察官としてK年	ポー�ンターに所Iの�と，K年³F職員ではありますが
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本部K年課に所Iの�もいらっし�います。その違いなどについては，第二部でvß[生のほ�

から，¯察の組�なども2め改めてご紹介をいただきます。 
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]がご�います。ここから[は PR になる�ですが，この本をご´いただくと，一�後ろに�語
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いのではないかと思います。実Öには学{や教�D員会と連携して，い�め事案のW応や，m�

防止W策をしています。�にm�防止に力を注いでおり，学{へ行って，生T・(�にWして，

い�め防止を=�\けるとか，最Ëは TT �Hといって，[生と�ームを組�で一¥にE�たち

に関-る，参加0のい�め防止教室°をやっています。 

あとは，キャラ�ンÑとして教�，これは県の教�D員会が主体となっている�ですけれども，

そこに参加させてもらって，&人の	ポーターですとか協¼する民Ó団体な�かも一¥に，C学

{を回って，それ�れの立場からい�め防止を=�\けるとい�よ�な�9を一生b$やってい

ます。これもだい�8�があると，E�たちのアン�ーからも実感しているところであります。 

次は，2�目の「最ËのK年非行の現状と'F」です。ま�，「（1）刑法犯K年」ですが，平

成 30 年�は 326 人が検uされています。2年��イ�ス 45 人，�イ�ス 12.1Þとなります。

これは平成 30 年のz'になっていますが，去年も同�よ�な感�で，�K'Fにあります。10

年2のzに��ると，£ 4.の 1 に�Kしているとい�状況になります。 

次に，「（2）�*法犯K年」ですが，平成 30 年�は 69 人，2年��ラス 19 人，�ラス 38.0Þ

です。�*法犯は1加しています。1加の要?な�ですけれども，(�ポル�法違8，あとは大

Þ取�法違8が1加しています。(�ポル�とい�のは，(�が¹ら-いせつな画%をjって，

SNS な�かに\�するとい�行�で，検uされるW象になるとい�ことです。あと，大Þです。

®い人に広がっているよ�な状況が¾9けられるとい�ことです。それらを8qして，�計的に

も表れているよ�な状況になります。 

次に 3�目，「K年	ポー�ンターの�9状況」とい�ことな�ですけれども，今，K年課

の組�の�で，K年	ポー�ンターとい�めW策係は，K年の非行を防止するとい�ことにす

ごく力を注いでいるのですが，�に，K年	ポー�ンターは以2から非行防止に一生b$取り

組�できました。 

	ポー�ンターができる2も，K年¯察³F員の制度は|�県では昭和45年からあります。

私たちの[µ�は，そのころからE�たちのために一生b$，地道にK年の立ち直りに@力をし

てこられました。そこからK年	ポー�ンターとい�IÔの機関ができて，私たちはそこで�

化した�9ができるよ�になった�ですけれども，これも[µ�が本当に®�重
てくれたおか

�だと思って，感®しながら2務しています。 

そ�な	ポー�ンターの主な�9内容としては，ま�K年相¼です。それから¹²³F，¹

²支援�9，それと非行防止教室，²���防止教室などの広報3発�9があります。|�で�

Vとしてu�られるのは，¹²³Fと¹²支援です。長いÓ，関-り，2 年，3 年ぐらいかかるこ
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ので，これは名�は違�と思��ですけれども，�の県¯でもあるよ�な係だと思います。この

�の 2 つ，K年	ポー�ンターとい�めW策係が|�県の�V的なものだと思いますので，こ

れについて説明をさせていただきます。 

ま�，「（1）K年	ポー�ンター」です。平成 11 年 5 月，民Óル内に開Äとあります。

	ポー�ンターは県内に 3 カ所ある�ですが，|�の�ンターが第 1 号として民Óルの�に

開Äしました。全国に[Úけて民Óルに開Äしたとい�ことで，当時は�県から¿察の��が

来られたり，開所Hのときに¯察庁のK年課長が� に来てくださったり，ち�っと話題にもな

りました。 

それから 4 年がたって，平成 15 年 5 月には長Cと�½の�ンターが同時に開Äされました。

これもやはり民Óの施Äに開Äした�です
。長Cの�ンターは JR 長C×の�にあります。長

C×とい�のは，|G�も止まるかなり大きな×な�ですが，×ルの�に	ポー�ンターが

ある�です。�½は同�く，民Óのルの�に立ち��ました。ここでこの 3 つの�ンターの，

県�全域を�¢する体制が-来�がりまして，ここからK年³F職員のÔ�Ï�が本k的にQま

りました。 

その後，|��ンターと�½�ンターを移Èしまして，|��ンターは現在，県の施Äに入っ

ています。�に入っている団体・機関は，�神%$福祉�ンターと，²G¼支援�ンター，¥G

心理士会の事務局，いのちのÍ話の事務局°です。 

それから，�½�ンターな�ですけれども，平成 27 年 3 月に�½¯察©の�に入りました。

民Óルから¯察©の生�安全課の�に入りまして，職員はK年課員とい�Ç.と�½¯察©員

とい�Ç.と�務しているよ�な状況で2務をしております。実はこの�½�ンターは最Ëまた

外の施Äに-られるよ�な話が-てきました。実現するかど�かはまだ.からない�ですけれど

も，現在そちらに9き-しているとい�よ�な状況です。 

以�がK年	ポー�ンターの説明になります。 

次に，「（2）い�めW策係」です。平成 29 年 4 月に，K年課の�に発足しました。この体制

は，¯部が 1名，¯部³が 1名のÓªになっておりまして，実(部Ñとして県�をくまなく�9

しているよ�な状aです。発足した�aですが，2年にい�めに関する重大な事案が県内で連²

発生しました。例え�，い�めを9けていた男E高{生が�³にÒ�Ê�¹mを図った，また，

.発事eでË難�の�学生が«と=�れたとい�よ�な事案がありました。その�にも�G事�

などが発生したとい�ことで，このい�めW策係がK年課の�に発足された-けです。 

これは全国初です。い�めをIÔにW応する係が¯察の�にあるとい�のは，�県にはまだな
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組�できました。 
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あります。DI裁判所，K年院，Ñ*所°です。 

それから，部内との連携ですが，¯察でD6し協力をしてくださる民Óの��として，K年¯

察�ラン�ィアや学生�ラン�ィアがいます。ス�ール	ポーターもおります。一�で，一�理

解してもらって協力してもら-なき�いけない¯察©，¯察官との連携がち�っと課題になって

いる�です。とい�のは，�に|�県は	ポー�ンターは¯察施Ä外にあり，離れて�9して

いるものですから，なかなかそこらÉが難しい。「	ポー�ンターは!をやっているのか.か

らない」とか，立ち直り支援のためのÄ業体Ù�9な�かもn味があるのかとか，あるいは，そ

�なに長くやっても¯くなっていない��ないかとか，そ�い�ÂÃなÂ°をもらったりするこ

ともあります。 

でも，��ないと思��です。¯察©とい�のは，いろ�な事案がÅこったらすぐにW応しな

くてはならない，い-ゆる|�しの役3があります。一�，	ポー�ンターは�っくりゆっく

りとE�たちや¶gさ�にEり}って改>を図っていく所なので，きっともどかしい�でし��


。そこらÉでなかなか理解してもらえないところもありますが，	ポー�ンターはめ��に

Î張っております。 

|�県の状況を�っと説明させていただきました。お時Óも来ましたので，以�で¦-らせて

いただきたいと思います。ありがと�ご�いました。 

=�：ÏEさ�，ありがと�ご�いました。2 年2に¸GしたときのことをKし思い-してまい

りました。 

²きまして，今度は]�県からご報告をいただきたいと思います。ご報告¼は，]�県¯察本

部生�安全部K年課K年	ポー係，課長³�の内®W二さ�です。 

私たちは 1 年42，2018 年 8 月に¸Gさせていただきましたが，そのÖには，]�県$R福

祉部とのÓで「(�相¼所と¯察の(�£Zに係る事案の情報共�に関する協定書」が�§され，

県が管轄する(相の(�£Z情報の全てを県¯にp�できる�組�ができたとい�こと，こ�し

た全�Ê報の取組は]�県が三県目であることを�いました。 

 

�]�県¯からの報告� 

内®W二（]�県¯察本部生�安全部K年課K年	ポー係，課長³�）：皆さ�，こ�にちは。

ただ今ご紹介いただきました，]�県¯察本部K年課，内®と¦します。今日はw�へ=�でい

ただいてありがと�ご�います。田¦¼の私としては，大O¨い�がっております。お·き¡し

い�があるかと思いますが，よろしくお願いいたします。 
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ともあります。とい�のも，入り口として入ったG題行9がなくなったとしても，�たしてこの

Eはこれからの人生をG題なく|めるのかとい�と，なかなかそ�はいかないので，本当のn味

で立ち直るまで，ある�度安心できるまで	ポー�ンターが関-る�です。なので，ど�して

も長くなっている状況になっています。 

次に，「（2）相¼の現状，'F」です。最Ëtい相¼内容としては，Ï-sち-しとかDI内

d力です。DI内ラ�ルとい�ことで 110�Ê報があります。¶gさ�がÊ報する場合もある

し，E�¹ÇがÊ報してくる場合もある。その理�としては，インターネッのG題がかなり大

きくなっております。オンライン
ームな�かをすごくやって，課Ïをするために，E�はおÏ

がないものですから，Dの�のおÏをsち-す，あるいはDnのカー�を�dに使って課Ïをす

る。 

そして，ネッに S，�っと
ームをする。dからス��°を離さないよ�な状況で，¶が

それを注nする，取り��る。それに8発してE�がdれる，そ�い�よ�な構図がここ最Ë本

当にtいです。 

それから，相¼の'Fとしては，学{関係¼からの相¼が1えています。今までは¶gさ�か

らの相¼がtかった�ですが，最Ëは¶gさ�とい�よりも学{の[生�のほ�がG題¿してく

ださって，「こ�い�DIがある�だけれども，ど�したらいいだろ�か。」とい�よ�な相¼

が1えています。これも¾�をOえれ�，¶gさ�のほ�があまり相¼に®�的ではないとい�

よ�な状況がu�られます。 

次に，「（3）立ち直り支援の現状，'F」です。最ËのK年の�Vとしてu�られるのは，体

感ですけれども，!となく.かりにくいEが1えている&象があります。9け答えが13な感�。

本pでÂっているのか，それともL2なのか，強がりでÂっているのか，よく.からない感�。

例え�，おnさ�のことを·くと，「おnさ�は&しい」とÂ�。ど�考えても状況的に&しい

おnさ�ではない�ですが，�ÐでÂ�。それが本当にそ�思ってÂっているのかが.からない。

そ�い�，ち�っとº�の��に�りがあるといいますか，いろ�な�Ûから¾られないよ�な，

oÁ]のないよ�なE�にWし，ど�W応していけ�いいかなとÆ�ところがあります。 

それから，%護¼でなかなか協力してくださらない�が1えているpがします。「私は	ポー

�ンターに関-る[要はありませ�」「E�が行きたいなら，ど��」とい���に。¹ら!

とかしよ�とい�psちがなかなかsてないよ�な¶gさ�が1えているよ�です。 

最後になりますが，「�機関，部内との連携」とい�ことで，お話しさせていただきます。実

Öに，�機関との連携を取っています。教�関係，%$・医療，福祉のほか，司法・矯正.Òも
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あります。DI裁判所，K年院，Ñ*所°です。 
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い-ゆるパパ�や援7交Öを求めるよ�な書きÊ�がu�しております。私のよ�な�ラ�ー�

�なく，ス��をsっている�で，�にTwitter で，「#パパ�」もしくは「援」とeちますと，

§構なzが-てきます。このよ�な書きÊ�をしているK年が§構います。大人が Twitter など

でこ�い�書きÊ�を¾つけて，い-ゆるダイ���ール，DM と書いてあるsがあります。

ここをkすと，そのEと直o�ールのやりとりができる。そして，会�¡�，おÏのやりとりな

�かができるそ�です。こ�いったことによって，�らない男，大人とo´をして，デーをし

ておÏをもら�，援7交ÖをしておÏをもら�とい�のが，今の高{生は当たり2になりつつあ

るそ�です。い-ゆるパパ�，おÏをもらってデーをするだけとい�K年を以2³Fしたとき

に，「今の学{のBのEのÓではsÊだよ」とÂ-れてショッ�を9けました。今，95Þ以�の

高{生がス��を使っている�で，Twitter などのSNS を使った]²Gが�っていないとい�現

状があります。 

こ�いった状況において，]�県¯の]²Gを9けたK年の立ち直り支援の施策について，�

V的なものについてご説明させていただけたらと思います。ま�，]²Gといいますと，皆さ�

は強制]交ですとか強制-いせつを思い{か�られる�がtいと思います。い-ゆる，帰るÉ�

に³-れてとい�，そ�いった]²Gとは一�を画します。そ�いった��の]²Gを9けた，

強制-いせつを9けた²G¼に関しては，¯察の犯罪²G¼支援が9けられます。 

今ここでご説明する]²Gは福祉犯，(�»kですとか(�に|行をさせるよ�な行�，K年

の心Çに�GなYÜを�える福祉をGする犯罪で，¯察庁長官がt定するもの，これについては

(�ポル�も2まれます。SNS に書きÊ�をしたことによって]²GにあったE，もしくは(�

ポル�の²G¼になったEについては，犯罪²G¼支援の�には2まれておら�，支援を9けら

れていないとい�状況がありました。 

その状況において，同�²Gにあったのに，な�支援が9けられないのかと考えました。確か

にこ�いった書きÊ�をすることによって²Gを9けるとい�ことは，¹.から行っている��

�ないか，,k9��ないかとい�考えが，一般の�にもありますし，¯察の�にもあります。

ですが，私たちK年課の�では，確かにこ�いった書きÊ�をするK年にも±ち度があります。

しかし，おÏを-してそれを»�のは大人な�です。いい大人が，¹.のE�ぐらいのE�に，

おÏを-して]行�を求める。これは大人に非があると考えています。ですが，そ�い�²Gに

ÁったEについては支援がされなかった。 

��あ，ど�やったら支援ができるかと考えたときに，「（1）]�検査」を平成 30 年 4 月か

らQめました。この]�検査とい�のは��でご�います。そ�いった²GにÁったEをº�し
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ま�，]�県の情+についてご説明をさせていただきたいと思います。大学の�からおÓりし

ていただいたÀmな�ですけれども，一��に「刑法犯のº�，検u状況推移」とい�のがあり

ます。K側がい-ゆる刑法犯º��zとい�zでご�います。 

これを¾ていただきますと，平成 14 年を�ー�にしまして，�っと!肩�がりの状aでご�

います。o年，刑法犯º��zがa後最�を更|しているとい�状況でご�います。も�すぐ発

表があるかと思いますが，t.今年もa後最�を更|するであろ�と思-れております。い-ゆ

る¯察がº�する犯罪がKなくなっている，大O.�しい状況にご�います。 

]�県におけるK年非行はど�なのかといいますと，い-ゆる非行K年，[ほどもÏE様から

ありましたよ�に，刑法を犯したK年，刑法犯K年とい��ですけれども，そ�いったK年のz

が，c定'ではご�いますがr年は 1,500 人ぐらいです。1,500 人はtいと思-れていると思い

ますが，r年に��ますと 300 人以��っております。その2年も�っております。これもやは

り全国の刑法犯º��zと同�よ�に，ど�ど�と!肩�がりで�がっております。記録のある

昭和 26 年以Ó，最�を更|し²けております。刑法を犯すK年がKなくなっている。これも大O

.�しいことであると思います。 

そして，�¯行�K年とい�のがあります。¢5にÂいますと，K年³F職員さ�や¯察官に，

¿�でタ�コを"っているとか，�.PO（はいかい）しているところを³FされるK年です。

K年³FされるK年は，]�県では 2� 6,000 人ぐらい。これも2年に��て 1,000 人以��K

しております。�¯行�K年としてK年³FされるK年もど�ど��っております。 

皆さ�，ど�ですか。]�県だけかもしれませ�が，今どきÏÜでコンニの2でHってタ�

コを"っているEを¾たことがありますか。ないですよ
。も���?m�とい-れています。

なかなか¾つけるのが難しいです。�ラン�ィアさ�のK年³FD員さ�，もしくはK年tFD

員さ�に合同³Fをお願いする�ですが，なかなかAを\けるK年がいないとい�のがZ�の�

です。�ラン�ィアをしよ�とい�psちはある�ですけれども，なかなかそ�いったK年が¾

つけられないとい�現状があります。 

]�県だけ��なくて，t.全国的な状況だと思いますが，そ�いった刑法犯K年，�¯行�

K年が�っている�で，�っていないものがあります。おd元のÀmで	ラフにしておりますけ

れども，]²Gを9けた(�とい�のが高止まりの状aで，なかなか�っておりませ�。犯罪が

�れ�²G¼が�ると思��ですけれども，]²Gを9けた(�に関しては�K'Fにはありま

せ�。 

その.?の 1 つとして，SNS をQめとしたインターネッを介した]²Gが�らない�です。
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。も���?m�とい-れています。

なかなか¾つけるのが難しいです。�ラン�ィアさ�のK年³FD員さ�，もしくはK年tFD

員さ�に合同³Fをお願いする�ですが，なかなかAを\けるK年がいないとい�のがZ�の�

です。�ラン�ィアをしよ�とい�psちはある�ですけれども，なかなかそ�いったK年が¾

つけられないとい�現状があります。 

]�県だけ��なくて，t.全国的な状況だと思いますが，そ�いった刑法犯K年，�¯行�

K年が�っている�で，�っていないものがあります。おd元のÀmで	ラフにしておりますけ

れども，]²Gを9けた(�とい�のが高止まりの状aで，なかなか�っておりませ�。犯罪が

�れ�²G¼が�ると思��ですけれども，]²Gを9けた(�に関しては�K'Fにはありま
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ミ�ー，それから，)Q県立大学の�教授によるインターネッ��ラシーの�ミ�ーを同時開

催して，]²Gを9けたEも，それにºらない]²Gを9けていないEでも9けられるよ�な�

ミ�ーになっております。 

私は�<z年生きておりますけれども，この�ミ�ーを初めて·いたときに，生まれて初めて

まともな]教�を9けたと思いました。今の学{教�をとやかくÂ�pは�Ýない�ですけれど

も，いまだに]の話については「>たEをÅこすな」とい�ところが§構tい�たいです。JK

ジネスのアン�ーをnりたいと行政にお願いをしたら，やはり>たEをÅこすなとい�ことで

sられた経Ùもあります。 

 しかしながら，)Q県立大学の�教授にÂ-せると，「今のEな�かは>てないよ。ち��と

Åきているよ。Åきて，インターネッからÓ違った�¿を得ている�だよ。インターネッ�

�ラシーについてはC県¯がやっている�ですけれども，]教�を¯察がやるとい�のは全国で

もなかなかないよ」とい�おÂ°をいただきました。 

この�ミ�ーの�Vは，(�だけではなくて%護¼の�も一¥に9けていただいております。

令和元年につきましては，(�zが 33 人，%護¼については 32 人に9講していただいておりま

す。}9人�医�かりでは代-りqえがしませ�ので，YouTube で]教�をしている�ー��ー

�ーのシオ�ー�とい��にも来ていただきました。その�はいろ�な�とコラ�して]教�を

している�ですので，話がÛ�くて，大O·きやすくいい�ミ�ーだったと¹Äしております。 

あと，最後になりますけれども，「K年Ñ*所との協定による心理検査」，これにつきまして

は，C=県¯さ�とか�にいろ�な県¯さ�が，も�oに協定を§�でおります。Ñ*所との連

携は早稲田大学の«川[生の発案だとい�話を[ほどお�いした�ですけれども，皆さ�K年Ñ

*所と·きますと，「ど�い�所だ，刑務所のK長��ないか」と考えている�がお¾えになる

かもしれませ�。Ñ*所は非行を犯したK年たちが(容されて，心理検査の§�とか生�a度°

を¾て，Ñ*所の職員とDI裁判所の調査官が，このEにとって一�いい+Ï�法は!だろ�か

とい�のをgるところです。 

確かに刑務所のよ�に¹�に外-できない所ではご�いますけれども，検査とかÏ9ですとか，

いろいろなことができるよ�になっております。そ�いったK年Ñ*所と協定を§�まして，G

題行9の�aに心理的な要?があるのではないかとい�E�にWして，��で心理検査，それか

ら¶gさ�を2めたÛoをしていただいています。sÊはÑ*所に(容されないとそ�い�こと

ができない�ですけれども，協定を§�で連携したことによりÑ*所に(容されていないK年も

検査やÛoを9けることができるよ�になり，r年は 1名の心理検査をしていただきました。 
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たときに，¶gさ�ですとか本人の�解を得られたときに，]�県内においてt定された 3 つの

�院で]�検査を��です。この]�検査は 5 つのÕ目を検査をいたします。 

令和元年�に9¶したE�は 25 人おりました。25 人�，]�でÏ]と¶sされたEが 5名，

£ 20Þでした。その2年の平成 30 年�は，22名� 8名，36.4Þ，平;しますと 33Ëくが!ら

かの]�に¡Uしていたとい�ことが.かりました。こ�いったE�たちについては，検査は�

�ですけれども，その後の�療については$R%Ëを使いますので，!3かの¹±Älで，$R

²Gを取りbすためにÊ院して�pを�すとい�ことになっております。 

この��]�検査な�ですけれども，°の話をしますと，平成 30 年 4 月からQめたかった�

ですが，県の予¡が�得していませ�でした。±�は 1 人当たり 1� 5,000円かかる，どこから

c-するか。それでzきついたのが]�県のK年³FD員会ですとかK年tF員連絡協È会の�

ラン�ィアの��にÀÏp�をお願いいたしました。�ラン�ィア団体の�でもいろいろなÈÇ

があった�ですが，!とかご理解をいただきまして，E�たちに]�検査を9けさせることがで

きました。令和元年度は]�県から!とか予¡が-まして，県予¡で検査を9けることができる

よ�になりました。 

²きまして，「}9人�医°によるカウン��ン	」，これも同時�から実施いたしました。

このW象は，!度も]²Gを9けるK年ですとか，DI内にG題があって]²Gを9けるK年に

ついて，3 つの�院の}9人�医によるカウン��ン	を9けていただくとい�内容でご�いま

す。これについては，令和元年�は 20 人のE�が9¶をしております。 

この施策でご�いますが，カウン��ン	は，K年の$R²Gを早�に取りbす，早�に発¾

するとい�ことも重要ではあると思��ですけれども，�ロの医師，}9人�医と直oÛ¼して，

¹らの行�を�ÓにmりÌるよ�にカウン��ン	をして，再²G防止につながるなど，²GK

年を支援する8�的な施策と考えております。 

この施策は，私たち¯察官が「こ�なことをやっち�Ù目だよ」とÂ�のと，現場でいろ�な

]�だとか²GにÁったEたちを¾ている[生から直otFされるのではやっ�り違�と思いま

す。やはり，こ�いった²GのあったK年は，おnさ�からそ�Â-れても，¯察官からÂ-れ

ても，なかなか.かってもらえない，理解していただけないところがtいと思います。しかしな

がら，こ�い�}9人�の�ロに連携していただいて，�ロからこ�いった説明をしていただく。

こ�い�例がある�だよと実例に基�いた話をしていただくとい�支援を行っております。 

これに関連いたしまして，3 つ目の]教�，インターネッ教��ミ�ーとい�のもから開催

しております。これは[ほどの}9人�医，もしくは�護師とかによる]�・]に関する教��
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]�県¯からもお話がありましたが，最Ëは心にパ�ーのある，.かりやすい非行'FK年，

い-ゆる�ンキーが�Kし，心にパ�ーがない，]情を9けていない，¹=感情も�い，.かり

にくいK年が1えているよ�に感�ます。 

その状況はス�ール	ポーターからの報告にも表れております。n図的に�人にÆ_や?Gを

1�す，例え�dÂnとか��，%�，×Å，D-といったよ�な8社会的な行�は�Kしてお

りますが，社会的立場からn図せ��離することで，+/にQYÜを�えてしま�よ�な，�登

{，�きこもり°の非社会的行9が1加しているとÂ-れております。 

また，¹�，&]をÓ違えてaえ，¹B�心的な考えをsつ%護¼も1加し，そのW応で学{

°は�Mしているよ�に¾9けられます。そのため，r今のK年にWし，¹.がしたことにFき

合-せ，8省させ，成長させる機会をCっているよ�に思-れます。 

さらに，発À×GやDI�@，成�歴°の二次的要?が加-り，話が全くÊ��，8省を!す

ことが難しく，G題行9へのW応が学{だけでは困難なK年とその%護¼も1加'Fにあると思

-れます。 

このよ�な状況から，関係機関の連携が[要であることがお.かりいただけると思います。 

それでは，学{と¯察との連携の一つであります「ス�ール	ポーター制度について」説明さ

せていただきます。平成 19 年 4 月，C=県¯は?�県¯をモデルにしてÏ�開Qされました。

¹職¯察職員1�教員からなる非Q2職員が，学{長からの�Ì要¾に応�て，学{にQ駐し，

学{関係¼と連携を図りながら，(�生TのG題行9へのW応や非行防止W策°を¹²的に支援

する�9を行っています。 

学{長は，P�村教�D員会，管轄¯察©を経�し，¯察本部K年課長にス�ール	ポーター

の�Ìを要¾します。�Ì要¾を9けたK年課長は，当¬学{1�当¬学{を所管する教�D員

会，県教�庁，管轄¯察©と協Èし，�Ìを判sします。�Ìが�定した場合は，K年課長から

¯察©をÊ�，当¬学{°にÊ�します。ス�ール	ポーターは，�Ì2に，当¬学{の関係¼

と<.協Èを行い，学{関係¼の理解と協力の�，�Ìされることになります。�Ì後は，非行

防止W策の進b状況°を検¹するため，学{関係¼と�ーキン	会Èをその都度開催し8�的な

�9を行います。,体的�9としては，(�生T，%護¼にWするtF，7Â1�相¼へのW応

や，教職員との緊Hな連携による(�生TのG題行9へのW応，犯罪²G防止教室，非行防止教

室°の開催支援，教職員との{内外のE回tF，%護¼1�防犯�ラン�ィアとのÊ学¿の安全

パロール°が��られます。 

現在，ス�ール	ポーターは元¯察官 11名，元教員 3名の計 14名体制ですが，.� 1{ 2名

 164 

その心理検査を実施したE�については，¹.の²の��を送る，インターネッで�り合っ

た男との]行�をなかなかやめないK年，BのEな�ですけれども，その�aには!があるのか

とgっていただいたときに，Ñ*所のほ�からいただいた答えは，このEだけ��なくて¶gさ

�，おnさ�がなかなかPまれないDIで�った�で，E�にど�oしていいか.からない，だ

から¶E関係が�まくいっていない。だから，そのEは¹.が!かをして大人に�足してもらえ

る�法が!かと考えて，行き�いたのが¹.の²の��を送ったり，相dと]行�をしたりする

ことによって，相dが.�でくれる，そ�い�'Fがあるとい�ごtiをいただきました。 

やはり，&*に「いけないよ」とÂ�だけではなかなか8�的はtFできませ�。だから，そ

のK年に合ったtF�法とい�のを，Ñ*所の�から�学的な¾地に基�いてp案していただき

¹²的に関-っていくことにより，このEがいい�Fにいく���ないかと思っています。 

¢5にご説明いたしましたけれども，]�県ではこ�いった連携をしております。(�£Z°

につきましては，第二部の�でご説明させていただきたいと思いますので，よろしくお願いいた

します。ありがと�ご�いました。 

=�：内®さ�，ど�もありがと�ご�いました。²きまして，今度はC=県から，C=県¯察

本部生�安全部K年課，K年	ポー�ンターせ�だい所長の«.lEさ�よりご報告をいただ

きたいと思います。私たちは 2019 年 2 月に¸Gさせていただきました。 

私たちがC=県を¸GしたÖに&象に残ったのはス�ール	ポーターのÏ�です。C=では，

元¯察職員と元教員で構成されるス�ール	ポーターが，学{長からの�Ì要¾に応�て二人一

組の�アで�Ìされ，一定�Ó学{にQ駐するとい�ことでした。また，*P教�局からK年

課に�ÌされたtF主事が，その�Ìに当たり®�的な役3をlっているとい�ことも�いまし

た。さらにも�一つ，立ち直り支援に関して，K年Ñ*所と協定を§�連携をしているとい�お

話も&象的でした。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

�C=県¯からの報告� 

«.lE（C=県¯察本部生�安全部K年課，K年	ポー�ンターせ�だい所長）：私は，r

年の 3 月にC=県¯を定年¹職し，再Ô�でK年	ポー�ンターせ�だいの所長を務めており

ます。よろしくお願いします。 

K年を守るための¯察をÅ�とした地域連携のあり�について，お話が進�でおりますので，

私は「¯察と学{との連携について」報告させていただきます。 
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その心理検査を実施したE�については，¹.の²の��を送る，インターネッで�り合っ
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�C=県¯からの報告� 

«.lE（C=県¯察本部生�安全部K年課，K年	ポー�ンターせ�だい所長）：私は，r
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した。Î張ったち��が大2きです。�学{に行ってもやけをÅこさ�Î張って
。」と記Çし

てありました。 

後日，(�から	ポーターの元に，その大学�ーがbってきました。°表�に「ª語の�ー

，¦-ったよ。最後の�ージ½�だ。これからは，�学{に入っても	ポーターが教えてくれ

たことは一生Lれませ�。	ポーターがいなくなった後に，!強，'Àの大/さがよく.かりま

した。最後のとき，d�を�せなかったのは書くのがR�かしかった。けど，今は違�。	ポー

ターが教えてくれたから。'Àといてrしいし，!強もÎ張れた。	ポーターの¯いところは，

ほと�どの[生は�!強をやりなさい。�と/しくÂ�だけだった。	ポーターは違った。�Y

gきしたいときはYgきをして，¹.がやれるときにÎ張ってやりなさい。�とさせてくれた。

そこから私はな�とかÎ張れた。�事のことだけでも大Oなのに，私たち 2 人にも&しくAを\

けてくれて，ありがと�。とても感®しています。私たちは違�学{に行っち��けど，Î張る


。一生b$やるときに，ものすごくよく教えてもらったと，今になって感�たよ。&しく教え

てくれた	ポーターが大2き。これからも心の�にいると"�，一生b$にÎ張ります。4年Ó，

いろいろとありがと�。」と(�からの�ッ�ージが書いてありました。	ポーターが(�にE

り}って支援した§�，両¼のÓに"頼関係が構築できたのだと思います。 

学{現場の[生�は�Mしていますが，教員 OB や¯察官 OB には心に�±がありますので，

(�にWしても�±をsってoすることができます。 

²いて，K年	ポー�ンターせ�だいについてg紹介させていただきます。 

	ポー�ンターは，非行や犯罪²GなどのG題をjえるK年の立ち直りを支援する機関です。 

K年相¼や¯Ý³F°を介してG題をjえるK年を早�に発¾し，¹²³Fや立ち直り支援，

²GK年への支援により体Ù�9を行いK年のH場所�くりを行っています。 

学{やDIにH場所を¾つけられないK年の大4は，¹B£定感やコミ�ニ�ーション能力が

�いとÂ-れております。 

そのよ�なK年にH場所をp�することは，¯察だけでは難しく，地域に}�しているK年¯

察�ラン�ィアの皆さ�のお力をお�りしなけれ�できませ�。Rい，C=県内には，550 人の

K年³F員のほか，大学生によるK年$全�成�ラン�ィア「ポラ�スC=」50 人の�せて 600

人のK年¯察�ラン�ィアがおります。Ä業体Ù，H�会・法話，学«支援，d©教室，��ス

�ス，お�なさま°一人一人のK年にEり}った�9を行っています。 

r年の-��には，立ち直り支援�のK年を一(にÔめたイベンを#画しました。もちろ�，

Ô団での�9が可能なK年だけをÔめました。	ポー�ンターを�心として³F職員のほか，
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で�Ìしております。�Ì�Óは 1 か月�度ですが，K長もあります。平成 30 年度は，小学{ 9

{，�学{ 14{，高{ 2{の合計 25{に�Ìしております。最Ëの�Ì要¾の'Fとしまして

は，�学生の�¯	ルー�化や非行事案が�Kしているものの，G題が�くなった-けではなく

質がO化していること，また，発À×Gをjえる(�生TのG題行9がtく，なかなかtFがÊ

�ないこと，さらに，小学{のtF困難学�の1加で，授業4G，dÂ，d力行�へのW応がt

くなっていることがあ�られます。 

これからのス�ール	ポーターに求められていることは，(�生TのG題行9へのW応，い�

めや人Ó関係ラ�ルのm�防止・早�発¾，¾守り�9による(�生Tへの安心感のp�，心

Óな(�生Tへ「心の�ネル�ー」を高めるAかけ，教員がchしていない人Ó関係やDI�@

のZ�°に関する情報のl�し，小学{のtF困難学�へのW応支援°が考えられます。 

ここで，�Ì事例をg紹介します。小学{ 6 年生の男( 1名，B( 1名が，授業離®，4Gを

§りÌし，学�D+した�え，tFに¡^したl任教¶が���の学{へ男B 1 組のス�ール	

ポーターを�Ìしました。ス�ール	ポーターから「なかなか改>されない」と報告を9けてい

たので，私も学{を¸Gしました。授業�の時Ó帯でしたが，(� 2名は外でqÈ�に/�でし

た。私たちが{長室で情報交換をしていたところ，(� 2名がqで�れた7で�ッ�もせ���

入って来て，�ファにÒ�	りdれk題でした。残念ながら，{長[生は「お7さ�がいますよ。」

とか「やめなさい。」と(�を注nすることはありませ�でした。{長室のÐには(�のものと

思-れるラン��ル 2コがkり\�た状aでありました。 

ある日，この(� 2名が授業�の教室に�ッジ�ールをsって入ろ�としました。(�２名に

は³7教員１名�つ�いていましたが，教員 2 人は注nしませ�。H合-せたB]ス�ール	ポ

ーターが「教室に�ールをsって入ってはいけませ�。教室に入るなら�ールをªいて入りなさ

い。」と注nしたところ，B(がB]	ポーターのほほを平deちしました。B]	ポーターは，

すかさ�(�２名の¤を両dでつか�，「やめなさい。大人をなめる���ない。」とÂいなが

ら，J�の*にkし当て制止させました。離れたところにいた男]	ポーターもB]	ポーター

のAを·いてかけつけ，(�をtFしました。 

(�は，t�としたtFを9けたのが初めてだったのでし��か。以来，	ポーターのtFを

·くよ�になり，進�で学«にも取り組�，生�a度も±ち�きました。 

�Ì最¦日，B]	ポーターは大学�ーでª5語の�«Eを"り，(�に�しました。その

�«Eの最¦�ージには「最後の�ージまでÎ張れたかな。ち��が一生b$Î張っている7を

¾て，とても感心しました。�学{になってª語に困らないよ�にと，たくさ�5語を�nしま
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支援に当たっては，�9¹体が目的になることなく，W象K年のH場所をつくることが目的で

なくてはなりませ�。K年が支援の場をH心地のよい�Óと思えるよ�なH場所をp�すること

が目的であり，K年との�の"頼�くりがポインとなります。非行を§りÌしている，または

§りÌす恐れのあるK年は，私たち¯察の¼と関-りをsつことにより，°/られないとい�"

頼関係を構築できたら立ち直りが図れると思います。 

K年に関係するさま�まな機関・団体職員が支援�9に参加することにより，K年がたくさ�

の大人に¾守られているとい�ことにp�くとともに，「°/るよ�なことはできない」と¹¨

するよ�です。 

ここで，支援事例を紹介させていただきます。BE�学生 2名にWする支援事例です。 

K年 AEは�学 2 年の-，26 回�.POで³Fされました。つまり，-���，o晩³Fさ

れていたよ�なものです。 

-��明けに化粧-の��きで³Fし，立ち直り支援を開Qしました。AEは理容師の両¶，

n¶と��な祖父n，小学生の弟の 5 人Dnでした。AEはÛoの�で，私にn¶の��を¾せ，

理容師になりたいとÂいました。私は，「このEはおnさ�が2きなのだ。」と確"し，AEに

「理容師になろ�よ。/の実現のため，一¥に!強しよ�。」と学«支援をp案しました。 

そのころ，AEはほと�ど登{していませ�し，登{しても!強に�いていけないため，*室

において��ンを�えられていました。 

学«支援は学力を�けるとい�より，学«に目をFけさせることを目的とし，¢5な¡z��

ルを�nしました。 

AEが初めて支援�9に参加したとき，そこにH並�K年¯察�ラン�ィアを目にし，「この

人たちは»だろ�Û」とけ��そ�な目で¾ていましたが，¹.を温かくÈえてくれる大人だと

.かるまでに時Óを要しませ�でした。 

AEは，15＋13＝28 とい�Hができませ�が，筆¡ができましたので�を�しました。}p強

く�ラン�ィアの皆さ�が教えて，最後に赤�ンで花�を�けてあ�るとK年は，私たちがÛく

ほど.�ました。小�学{をÊ�て，花�をもらえた経Ùがなかったのでし��。花�とい�の

は，AEにとって¹.をºめてもらえた¹でした。 

!強することでºめられるとい�.�を�ったAEは，[~で!強しました。!強はrしいも

のとº�してほしかったので，Qに学«支援は 30 .ほどで/り��，¦�後はK年³F員の皆

さ�が�nしてくれたm理を/�でおし��りです。AEの話すことを;定せ�，�たすら'�

しました。祖父nが同HしながらDIの味に飢えていたK年は，d�くりのm理をとても.�，
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ス�ール	ポーター，K年³F員，大学生�ラン�ィア°の皆さ�にg協力をいただきました。 

は�めに，���け�
ーム°体を9かす
ームにより，K年を�長として，ス�ール	ポー

ターや�ラン�ィアを�員とする�を�制しました。 

進行は，K年課に�Ìされております教員にお任せしました。 

��制ができたところで，�W]の「$全�成かるた大会」を行いました。�W]なので，�

員がeち解けあい，大いに�り�がりました 

$全�成かるたとい�のは，「あ」から「-」まで，「あいさつは明るく元pにはっきりと」

「�そつきはA9のQまり」，最後の「-」は「私たちのまちは私たちが守ります」とい�よ�

に，全て$全�成の文Âから-来ており，大学生の�ラン�ィアが"成したものです。 

かるた大会後，K年たちは，�ー�ランとÜ�りの二dに.かれて制"�9を行いました。 

その後はK年³F員が�nしてくれたカ�ーライスをいただき，DIi:をÃ味としているス

�ール	ポーターが8�したスイカでスイカ3りを行いました。²いて，ArをÃ味としている

高{教員によるミニコン	ー，インターネッ安全教室も開きました。 

K年，K年¯察�ラン�ィア，ス�ール	ポーター，¯察職員が一¥になってrし�だ�nµ

な 1 日でした。 

ところで，[ほど，]�県¯からK年Ñ*所の心理検査についてお話がありましたが，C=県

¯でもK年Ñ*所と協定を§�でいます。 

	ポー�ンターでは，%護¼や学{から支援してほしいと相¼を9けますが，¼った関-り

�をしないよ�にK年Ñ*所の心理検査を�めます。心理検査の§�を9け，「このK年にはこ

のよ�な支援がÐ/である。」とい�7Âをいただき，立ち直り支援�9を実施しております。 

Ñ*所の法務教官から「K年Ñ*所では¾立てはできるが，K年にWして,体的な支援ができ

ない。¯察で行っている支援�9を¾学したい。」とい�¦し-があり，年vの「だるま制"と

Õつき」に参加していただきました。そのÖ，法務教官から「¯察には社会Àyが½�です
。

このÀyを��するから，K年一人一人にEり}った&*的な支援は¾事です。地域に}�して

おられる�ラン�ィアがさま�まな�Wをおsちだからできる支援です
。」とい�感想をいた

だきました。K年¯察�ラン�ィアの皆さ�には感®しております。 

非行の�aとなっているº�や行9の��をOえていくためには，一人一人のsつ�]やG題

]に応�た&*的な支援を行�ことが大/だと思います。それらのG題をÅまえたtF，すな-

ち本人の�]に応�たtFが求められます。ですから，立ち直り支援�9はオーダー�イ�でな

けれ�ならないと思います。K年にEり}�ことが大/です。 
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BEはMPしていましたが，私は，BEがこの場を心地の¯い場所，H場所になっているなら構

-ないと思いました。 

しかし，その後もBEはD-を§りÌし，(�¹立支援施Äに入所しました。BEは施Äの�

ですが，!か関-りをsちたいと考え，施Äで開催される�r発表会にK年の取り調�をl当し

た¯部³と 2 人で参加させていただきました。¯部³はベースがÃ味でb2も確かでした。私は

BEが�ア�を演�するとい�のが.かっていたので，「私も�ア�をしたい。私は!dしかで

きないからBEに教えてほしい。」とお願いしました。あえて，これまでとはÎの，K年が私に

教える立場にしました。 

私たちは，!度も施ÄにÊって�«し，発表会がrし�でした。 

ところが当日，施Äに�くと職員から「大Oなことになりましたよ。BEのn¶が��来ない

ことになり，そのことを�ったBEは，��W�ア�は!かない。参加もしない。�と大hれで

す。」と·かされました。私も[~にBEをなだめたのですが，�Ùでした。BEがÎ張った7

を¾てほしかったのは，n¶だったのです。n¶からmめてもらいたかったのです。またしても

n¶はK年を°/りました。%護¼や学{関係¼が¾守る会場に入ってくるBEは，~のかかと

をつ�して，横yで�て�てしいa度でした。8省文の発表も\�やりで，»の目にも8省して

いるとはqらないa度でした。来tとして-Nしていた.V{の{長[生が，「相O-ら�だな。

8省してない。」とつ�やいたのを·き，私はいたたまれ�，$しさでいっ�いでした。 

ところが，�r発表がQまる直2に，父¶がn¶を連れてきました。n¶を確ºするとK年は

�ÛのT�にOりました。n¶は，[ほどまでのBEと同�よ�に一�後ろのNに���りÌっ

てHり，そっ	をFいていました。でも，BEは「��が来た」とい�，それだけで�足し，!

事もなかったかのよ�に�ア�を!き¦えることができました。 

施Äを-たK年は高{には進学せ�，父¶が4�でいる解体屋でと�職として(きQめました。

そこで，AEと同�よ�にK年¯察�ラン�ィアのカンファ�ンスに招きました。カンファ�ン

スでは，BEが入所していた(�¹立支援施Äの[生から，施Äから�立ったK年にWする地域

における支援についての講話をいただき，講話後，BEが施Äでの�r発表会で演�した�大/

なもの�とい�4を�ア�演�しました 

この�大/なもの�とい�4ですが，施Äで生�したBEに�さ-しい4だと思います。Kし

だけ紹介しますが，「く�けそ�なときはFこらえて，あの日<っていた<を思い-す。Î張れ，

Äけないで，そ�なAが·こえてくる。本当に強いpsち，&しさを教えてくれた。いつか会え

たならありがと�ってÂいたい」とい�<qです。BEの演�に²いて，参加¼一同でコーラス
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「この2のあのL�がおいしかったから，また"ってきて。」とか，「おいしいから弟の.を頂

いても¯いÛ」とおm理をパッ�rめにしてsち帰ることもありました。次第にK年は「今度は

いつÛ早くして。」と催!のÍ話をかけてくるよ�になり，学«支援の場がK年のH場所になっ

たのです。 

赤�ンで花�をもら�.�を�った A Eは，!強がrしくなり，登{するよ�になりました。

¹ら{長[生に「!強を教えて。」とお願いし，{長室での!強会がQまりました。{長[生か

らは「本来なら�学{が!強のrしさを教えなけれ�ならないのに，教えていただいた�ラン�

ィアの��にR�かしいです。本当にありがと�ご�いました。」とÍ話を頂戴しております。 

支援�9が4年Ð�たころにK年が書いてくれた感想文を紹介します。「最初は!強が�いだ

ったけど，Kし�つ2きになってきたかも。K年³F員さ�がいっ�い!強を教えてくれたり，

ごÔをつくってきてくれたり，�ジ感9かな。!強がなかったら，こ�なにO-ることができな

かったかもしれない。取りあえ��まくÂ°にできないけど，一ÂでÂ�と感®でいっ�い。�

W°/るよ�なことしないから，£6。」と書いてありました。支援¼側はこのÂ°に感9し，

支援�9にますます力が入りました。 

�学Ü年の後4�になると，AEは本pで!強に取組�ました。�ラン�ィアも[~で!強を

教え，足し¡も�足に-来なかったAEが��Hも解けるよ�になり，�事高{に合k-来まし

た。 

高{進学とい�目�のÀ成は，¯察だけではできなかった支援です。K年¯察�ラン�ィア，

学{の支援があったからです。C機関が役3.lし®�的に取り組�だことが相	8�をもたら

したと思います。 

�EにWする立ち直り支援�9は，高{進学とい�目�をÀ成し 1 年4で¦�しました。 

2 年後，K年¯察�ラン�ィアのカンファ�ンスにおいて，支援�9の�心であったK年³F

員さ�に支援�9を発表していただきました。そのÖ，高{ 2 年生になっていたAEを招き，花

6を�してもらいました。AEはス�ージに登壇すると，�イ�をhりしめ「立ち直ったK年と

い�のは私です。感®でいっ�いです。二度とQいことをしませ�。」と¸�たのです。 

も�一�のBE�学生BEについて紹介します。両¶と弟の 4 人Dnです。n¶は，¹.の都

合だけで行9し，Eどものことは二の次，三の次とい�状況でした。Eどもには»味がなく，全

く·く«もsたない状aで，父¶はEどもをpに\けながらも，¹.�dなn¶にmり回され，

Eどもよりもn¶が&[でした。BEはDにEり�か�，�s外sを§りÌしていました。それ

でも，学«支援の日は[�外s[から参加していました。参加しても，!強しているAEのaで
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平成 10 年 4 月にま�県内 4 カ所にK年�ンターをÄªして，平成 17 年 4 月からK年	ポー�

ンターとい���に名�をOえて，現在にºっております。県内に 4 カ所とい�ことで，このÉ

の人であれ�·いたことがあるPかもしれませ�けれども，ま�県�部にはさいたまPです。K

の�のほ�です。それから，県w部が½ÂP，県§部が川½Pにある，県%部は�ÂPにありま

す。 

ま�，?�のス�ール	ポーターな�ですが，平成 14 年に制度を開Qしていて，全国に[Úけ

て開Qされたとい-れております。最初は 8名でスターしております。これは"の国 5 カ年計

画とい�ところで，�学{の非行防止}��ロ	ラムとい�施策がありまして，その一�として

Qめております。その後，1員を§りÌして，平成 24 年に最¦的に 40名とい�ことになって，

現在定員 40名でやっております。 

経歴につきましては，元¯察官，または元教員とい�ことになっています。元¯察官が£ 83，

元教員の�が 23とい�構成です。教員の�については，小学{，�学{，高{のそれ�れの教

員の�がいますし，�には{長[生の経歴をsっている�もおります。�Ì�法は，男B�アで

�9しておりまして，1�アにつき 2{をl当しています。�9�法はQ駐0といいまして，5，

事務所に来たら，その後すぐに学{に行って，��まで学{で�9しています。 

さっき，C=さ�のお話を·いていて，やっ�り?�とだい�違�なとい�ところがあった�

ですが，それは，?�の場合は�Ì�Óとい�のは大体 1 年4から 2 年になります。1 回入ると，

早くても 1 年ですか
。�には4年とい�のもある�ですけれども，長いと 3 年以�入っている

こともあります。なので，C=さ�では基本は 1 カ月とい�お話を·いたので，Ì.�ちとは違

�なと思って·いておりました。 

平成 14 年からQめまして，現在，これは去年の 10 月までのデータですけれども，739 の�学

{に�Ìをしております。現在のところはまだ�学{だけとなっています。µ定�は*に�学{

だけ��ない�ですが，もともと�学{の非行の}��ロ	ラムとい�ところからQまっていま

すので，今のところは�学{だけなのです。 

739 とい�のはどのぐらいな�だろ�とい�ところな�ですが。一応，?�県内は 400ち�っ

との�学{がありますから，全部に行っているのかなとい�と，そ�でもなくて，やはり§りÌ

し�Ìをしているところもあります。1回につき大体1年から1年4と¦し��ましたけれども，

1 回そこで�Ìを�止しても，また4年後に要¾を頂いて，�Ìをしている。だから，�Ìをし

ている�学{については，も�oに 3 回 4 回と�Ìをしているよ�な所もあります。 

ス�ール	ポーターの主な�9内容になります。ま�は，基本的には{内外のパロールとい
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しました。BEは-N¼から温かい ましのA援とddをもらい，「Î張ります。」と答えてい

ました。 

本事例でもX�4&はありました。私たちにSれてくると，-がままや�理難題を要求するこ

ともありました。「お互いのDにここからsまりに行く。¶がo可しているから送ってくれ。」

°です。.È�することを.かっていながら外s[まで送って行くことはできませ�。Icにな

ら�，t�とtFしました。 

支援�9にsったにもかか-ら�，��来なかったとい�n¾を«にすることがよくあります

が，K年が来てくれなかったからCrではありませ�。K年とのやりとり¹体にn味があると思

います。「一人��ないよ，地域で9け入れられているよ，地域の��ながZっているよ」とい

��ッ�ージを�え²けることが大/だと思います。 

K年も%護¼も，jえているG題も全て違います。それを��に解�してあ�るには，1 つの

機関だけでは�Wに�理です。1 つの機関では�の支援にÐ�ませ�が，t機関が連携すること

によってÛの支援になると思います。そのÛでK年を温かく包�Ê�であ�ることが-来たなら，

きっとK年は立ち直れると思います。 

私は「心をつかむ」をキー�ー�に支援しておりますが，全ての�ースで-来ている-けでは

ありませ�。本日も皆様�のgn¾を·かせていただき!強して参りたいと思います。 

以�，報告を¦-らせていただきます。 

=�：«.さ�，実演もÅまえた�のこもったご報告をありがと�ご�いました。 

それでは，第一部の最後に，?�県からの報告をお願いします。ご報告¼は，?�県¯察本部

生�安全部K年課，課長³�のJcX�さ�です。私たちは 2019 年 7 月に¸Gをさせていただ

きました。 

?�では，¯察と教�D員会，(�相¼所や福祉部局などとのÓで�発な人事交�が行-れて

おり，重¢な£Z�ースなどをm�に予防していました。また，ス�ール	ポーターについても

非Qにzがtかったほか，やはり¯察OB と教員OB がおり，二人一組の�アで�Ìされるとい

��が&象的でした。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

�?�県¯からの報告� 

JcX�（?�県¯察本部生�安全部K年課課長³�）： ま�，ス�ール	ポーターの制度の2

に，当県の	ポー�ンターのr革とい�か，それだけち�っと¢5に説明します。?�では，
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る�学{はないのかなど®�的に情報(Ôも行っています。 

そ�いった情報(Ôをした�で，学{から相¼とい�bで�Ì要¾を9けます。�Ì要¾を9

けたら，その学{に行って調査をする�です。調査を行った�で，�Ì検Ã会とい�のを開催し

ます。この�Ì検Ã会とい�のは，管轄¯察©，それからCP�村のP教D，それから県教�事

務所などの関係機関を=�で会Èを開くとい�ことになっています。その会Èをやった�で，最

¦的にス�ール	ポーターを�Ìするかど�かを�定するとい���な�れになっております。 

次に，ス�ール	ポーターの�Ì検Ã会の�Çですが，ま�，{長[生ですとか教�生TtF

主任°から現在の学{の状況を報告してもらいます。G題行9生Tの9Fですとか，非行	ルー

�のb成，{内における事�発生について，こ�いったことを報告していただきます。その後に，

今度は学{を取りLく�@としまして，学{+Éのたまり場の状況，それからPTA のW応状況，

地域の協力状況，こ�いったところを確ºします。 

その後，参加している関係機関から，その�学{にス�ール	ポーターを�Ìする[要がある

のかど�なのかとい�n¾を·いて，nFを確ºします。最後に，ここの時�ではまだ�Ìを�

定とい�-け��ない�ですが，�Ìを�定した場合にはど�いった目�をsってやるか，例え

��Ìの�Óはどのぐらいにしよ�かとか，3 年生がち�っとhれているので 3 年生を�心にス

�ール	ポーターが¾守りをしよ�かとか，そ�いったことをすり合-せした�で，共Êの目�

を確ºしています。 

ここからは，「ス�ール	ポーターの8�」とい�ことで，お話をしたいと思います。ス�ー

ル	ポーターは，今，1 年4から 2 年で，長くて 3 年とい�お話をしました。大体，�Ìが¦�

するときに，[�学{にアン�ーをお願いしています。そのアン�ーを¾ると，�Ìによる

8�は，生TÓ，W教師d力，��,+事案が�K，%�行�，#学°の�¯行�が�Kしたと

い�よ�なことがある�ですが，私が一�注目したいのは，3 �目の「組�的なtF�Ðや体制

の確立」とい�ところです。 

これはど�いったことかとい�と，私がC�Ì�学{に行ったÖに，[�{長[生がこ�な話

をする�です。この組�的なtF�Ðや体制の確立とい�ところでの話な�ですが，ま� 1 つは，

事案が発生したときに教員が非Qに9けるよ�になったとい�ことな�です。要は?機管理n¿

がg生えたとい�ことな�です。今のtくの[生は®い[生がtいと思��ですが，かつて非行

化が非Qにjしかった時代とい�のを今は�らないと。なので，なかなかそ�いった?機感がな

いとい�ことな�です。それはそれで学{が±ち�いているので，いい話な�でし��が，ただ，

い�事案がÅきたときに!をしていいか全く.からないとい�のがあるのだとÂ��です。なの
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�のが一�の�心になってきます。これは�の��です。授業�や��時Óに{内をE回して，

{内の異Q�所の発¾，生TへのA\け，chした内容を管理職である{長[生°に報告をする

とい�ことです。本当に¥かいところ，イ�のスイッ�をkしÊ�な�てのはよくある�です

が，そ�いったことだとか，�ラスがち�っと3れていますよとか，あるいは，「ここはち�っ

と?Ëだから，pを�けたほ�がいいですよ」とか。私もこの業務をやっていて本当に�っくり

した�ですが，あめ�のご�だとか�ムのご�だとか，そ�いったことも¥かくス�ール	ポー

ターが{長[生にご報告しております。 

また，生Tの様Eでは，�にG題行9生Tの様Eについては，その日のÐなども2めて小さ

いところまで報告しています。こ�いった報告が学{側からは非Qに.�れていて，s�，授業

だとか生TW応にÍ-れている教職員の目のAかないところまでよく¾ていただいているとい�

ことで，非Qに感®されているところです。 

�の��は登�{のtFとい�ことで，5や�{時Óに，こ�いったところで教職員と連携し

て，登�{のあいさつÏ9をやっております。�に，+É地域で�:¼情報だとか犯罪情報があ

った場合は，!日か連²してこ�いった登�{のtFを一¥にやっております。 

次は，「生Tおよ�%護¼会へのtF・7Â」とい�のが�です。それほどtくはない�です

けれども，例え�学{から要¾があったりとか，%護¼が¯察の人から話を·きたいといったこ

とがある場合は，要¾を9けて相¼に	ったり，tF・7Âをする�ですが，基本的にはス�ー

ル	ポーターだけではW応させていませ�。学{の教職員を入れて，そこにア��イス的に¯察

職員としてス�ール	ポーターが入っているとい���なbでやっております。 

�は，「非行防止，²���防止教室の実施」とい�ことで，これは基本的には�Ìされてい

る�学{だけをス�ール	ポーターがl当しています。?�には非行防止tF�「あお�ら」と

=�でいるtF�がいて，B]の職員 7名でW応しています。ただ，ス�ール	ポーターを�Ì

している�学{だけは，	ポーターがやる�です。 

その理�とい�のは，やはりス�ール	ポーターは¾に 2 回学{に行っていますから，学{の

様Eが非Qによく.かる�です。ですから，その学{が今，G題になっているのは!かとい�と

ころを，教職員と¥かくeち合-せをした�で非行防止教室をやっていて，非Qに8�のある教

室にできるので，�Ì{についてはス�ール	ポーターがやっています。 

²きましては，�Ìの�れです。ま�管轄¯察©，もしくはK年	ポー�ンターのほ�では，

Ì時G題をjえている�学{から相¼を9け�けております。もちろ�P�村の教�D員会をÊ

�て相¼を9けることもあります。また，¯察安全相¼を¾ながら，どこか�Ìを[要としてい
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のは，¯察と学{のbけlであるとよくい-れています。私もこの業務に携-って，そのn味合

いとい�のは本当にÇをもって感�ているところです。ただ，ス�ール	ポーターは，[生と違

った目�で学{や生Tを¾て，[生と違った生Tとの関-り�をしているので，そのすごい役3

を発*できている�だと考えています。 

今回の�ー�として，「E�を守るための，¯察をÅ�とした地域連携のあり�」とある�で

すが，やはり私が業務に携-っていく�では，E�たちと関-りをsつ全ての機関が日ごろから

Ðの¾える関係�くりをしていくとい�のが非Qに大事なのかなとい���に感�ているところ

でご�います。 

=�：Jcさ�，ど�もありがと�ご�いました。ス�ール	ポーターについて，学{からの·

$とい�ところもÅまえて，7�F的なÀ�から連携の8�について立体的な·$をいただきま

した。 

以�で，第一部のC県¯からの報告を¦�させていただきます。JST の«川�ロジ��に携

-ってきたときから感�ていることですけれども，今まで連携とい�と，(�福祉法に基�く要

%護(�W策地域協È会のよ�な会È体のスタイルが基本でした。しかし，�V的な取り組�が

あるところには，そ�した会È体がただあるだけとい�ことではなくて，現場の�の�nですと

か経Ù'とい�ものをいかに実8]のあるものにしていくかを大事にしています。,体的には，

会È体によらないよ�なbで，人事交�や，協定書の�§，また，今後-てくると思いますが，

´zの機関が施Äを同HさせるËo0といった連携が行-れているといったところが実情だと思

います。 

第二部ではこれらもÅまえて，こ�した連携を実現するための·w�をど�実現していくのか

も2めパネルディスカッションを開催していきたいと考えております。 

なお，�Y時Ó�に質G�を回(いたします。可能なÕりご質Gを取り��させていただきた

いと思っております。 

では，これから 15.ほど�Yを取り，16 時 15.から第二部のディスカッションに移りたい

と思います。 

 

Ø 第�部 �9
・5�ス�4シ	ン 

 

=�：それではただ今より，第二部のパネルディスカッションを開Qしたいと思います。第二部

は?�県のご報告¼が代-りましたので，ご紹介をいたします。?�県¯察本部生�安全部K年
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で，そ�いったところを早い�ちに，そ�い�事案がÅきたときに目をiまないと，学{がhれ

てしま�とい�?機感がない。それが，	ポーターと話をしていく�で，いろ�な情報を·いて

?機感がg生えてくるとい�，そ�な話を{長[生はされます。 

2 つ目は，ス�ール	ポーターが来たことによって，管理職も2めて教職員Óの情報共�が非

Qにスムー
になったとい�ことです。[ほど	ポーターの�9の�で，それこそあめや�ムの

ご�がJ�に±ちていたことさえ報告していると，ス�ール	ポーターがそ�いった報告をまめ

にやっているのを¾て，教員の�でもど�な小さなことでも報告しよ�とい�よ�な機Ïが生ま

れるとい�ことな�です。�Ìを¦�するときに，�の生TÓd力がど�のこ�のとい�のが�

るとい�のは当�な�ですが，むしろ 3�目のところを	ポーターの8�とい�ことでÂ-れる

{長[生がtいとい���に感�ております。 

それで，こ�な話の�で，アン�ーの一部をち�っと紹介したいと思います。これは 3 年Ó

�Ìした�学{の{長[生が書いてくれた，アン�ーとい�のは，本来文�にしてもら�-け

��なくて，��ッ��Hな�ですが，この{長[生は文�として書いてくださったので，これ

を½むとス�ール	ポーターの8�とい�ものがよく.かるので，ち�っとご紹介をしたいなと

い���に思います。 

「ス�ール	ポーター制度は，非行G題・行9°で困っている学{への大きな支援として，-

れ-れは大いに頼りにしている。本{では 3 年Óに-たりお力をお�りして，正Qな教��9が

展開できるよ�になってきた。この制度がもたらす8�は，生TtF体制の¾直しや,体的なW

応，¿�のt様化，¯察との連携などであるが，大きく関係するのはス�ール	ポーターの実力

や人yであると思っている。いかに生Tのpsちに入りながら，いけないことをしていることに

p�かせるか。s8としてÁらないことはÁらないか，{内の小さなO化を¾±とさないか，教

員にはp�けない，学{が±ちていくにおいを��つけるか，生Tからの"頼を�ち取るか，こ

れらのことは¯察官としての経Ùに°�けられた実力であろ�し，学{とい��>な社会，�学

生とい�+れ9く時代を理解しているからなし得るW応であろ�。本{はこれまでのご@力に心

から感®を¦し��ながら，ス�ール	ポーターの皆さ�との*れが本当につらい。これは生T

も同�である」 

今，½�だのがアン�ーとして書いて頂いた文�です。 

この�学{は£ 3 年Ó�Ìしていた�学{な�です。学{側からの立場としてのス�ール	ポ

ーターの8�とい�のが，とてもよく書かれているかなとい���に思いました。 

以�で，私のほ�のパ�ーポインでの説明は¦-りになります。ス�ール	ポーターとい�
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 ?�県¯は関w管:¯察局内にご�いますので，非Qに大きな¯察本部でありまして，¯察官

は 1� 1,500 人とされており，生�安全部だけでなく総務部もS在しています。 

このよ�な状況で，|�県¯察，C=県¯察に��ると，]�県¯察と?�県¯察とい�のは非

Qに大きな¯察組�だとい�ことをご理解いただきたいと思います。 

 次に，[ほど]�県¯の�からお話がありました刑法犯º��zについて説明いたしますと，

昭和 21 年から�計をQまって以来，J�に1加し，平成 10 年以Ó1加，平成 14 年には 285�

�になりました。いろいろな施策を推進した§�，平成 30 年に 82��とい�ことになり��し

ております。このよ�にz'的には��しているのですが，国民のn¿として，安全とい�実感

がないとい�こともあり，[ほどから報告がご�いましたよ�に，(�£Zやスーカー，Ó�

¼d力，あるいは，Eどもたちが SNS で!をしているのか.からない，	イ�ー犯罪が¾えな

い，¾えないけれども!かNい，&人情報がgかれる���ないかとい�よ�なこと，あるいは

�>p;とい�よ�な高ß¼をOった非Qに
	な犯罪が発生しているとい�よ�なことがある

とい-れます。それだけ，国民の�安にWする�Zは大きいと思います。 

ところで，日本は人口�K，高ß化の進展がjしく，一�，K年人口は大きく�Kしているので

すから，刑法犯K年の検u人員も当�に�Kしています。それも，成人の検uに��ると��と

い�よ�な状況です。私なりに解Îして�ると，K年の刑法犯検uについては，��きとか¹È

³�がtかったのですが，K年が外に-てこない。どこで!をしているのかが¾えにくくなって

いて，/来のよ�な初発0非行とい�ものが�Kしているのだと考えています。現在，��きは

高ß¼の犯罪です。また，d行とい�よ�な事�も高ß化しているキ�る�人がtくなったので

し��か。皆さ�，おpを�けいただきたいと思います。 

 次に，ぐ犯K年ですが，Àmにあるよ�に「%護¼の正当な監督にuさない」などの記Ç 4Ö

0をいいます。ぐ犯K年も年��Kしています。ぐ犯K年の+Ïに関しては，これまで(�相¼

所にÊ告をしてきましたが，それにO化がÅきています。今回は，ºしく取り��られませ�の

で，当研究所の�"�^E招聘研究員の非行研究会におけるÇ文をご´いただきたく思います。 

 次に，¯察が9理したK年相¼の�zの推移については，|�県からもお話がありましたが，

%護¼からの相¼とい�よりも，K年¹Çからの相¼，あるいは，この，その�の相¼とい�と

ころに学{からの相¼があるのではないかとい�情+にあります。 

 次に，い�めです。24 年，25 年，26 年に事�検u°が1加しておりますが，今は±ち�いた

よ�に¾えます。しかし，実は違�かもしれないと考えています。い�めにÅ?する.?の調査

によれ�，大人社会でもパ��ラとかいろいろとありますが，いいE�る，生np，力がIい，
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課課長³�のD�$一さ�です。よろしくお願いいたします。第二部の司会は，2神奈川県¯察

本部生�安全部長で，JST の研究のÔから WIPSS の研究にご協力いただいておりますvßI孝

招聘研究員のほ�にお�しいたしたいと思います。では，よろしくお願いします。 

vßI孝WIPSS 招聘研究員（関w学院大学法学部・国士舘大学法学部非Q2講師）：司会を代

-りました。私は，本日登壇していただいている県の調査にも参加させていただいております。

それから�Óも経Ðしており，O更されていることもあり，A4 Àmで~要を一´にしてありま

す。 

パネルディスカッションの2に会場から質Gをいただいておりますので，A4 Àmにないこと

を�心にしながら，ア���で質Gを取り��たいと思います。時Óの関係もあり，全部の質G

にお答えできない場合もご�いますので，ご理解いただきたくS�ます。 

また，第一部の報告¼とO-りまして?�県¯察からはD�$一³�に登壇いただいておりま

す。  

 は�めに，ÓMいたしましたÀmについて，時Óをいただき説明させていただきます。 

 ¯察組�についてです。本日のご参加¼の�にはtzの¯察職員の�がおられますが，¯察職

員ではない�もそれ以�におられるので，¯察組�を説明させていただきます。 

日本の¯察組�は，¯察法とい�同�法dによっている組�であり，全国の�安¨sについては

同��ベルでなけれ�ならないため，¯察庁による調lやt示が-されます。 

ただし，国の機関の¯察庁と 47 都道_県¯察を*�の組�として，それ�れ公安D員会が管理

するとい�bであって，¯察庁組�図の管:局の� に都道_県¯察が�ら�がるとい�ことで

はありませ�。¯察法の目的Ê務をÀ成するためにS在はしていますが，都道_県ごとに�@は

異なっているため，これから報告していただきますが，県ごとに違�ものもS在しています。 

�に地+的なw�がありますので，ご理解いただきたいと思います。|�県は，日本Eにrって，

�長で%からÐ½，�½，�½となり，�½に¯察本部があり，非Qに広い�/がカ�ーされて

います。組�的には，県¯本部の�に生�安全部はあるが，総務部とい�がない。 

 次に，]�県は，0平Cになりますが，�t4N°Kし-っ張った所もあり，地理的には広い

地域をカ�ーしなき�いけないとい�よ�なことがあります。]�県¯は非Qに大きな組�であ

りますので，生�安全部だけではなく，総務部とい�のがS在しております。 

 次に，C=県¯でありますけれども，w%の|でありますので，w%の�で一�大きな¯察で

す。[ほどの]�県¯やこれからご紹介する?�県¯と��ると人zがKしKなくなりまして，

¯察官の定zは3,760 人とい�よ�なことになっております。 
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課課長³�のD�$一さ�です。よろしくお願いいたします。第二部の司会は，2神奈川県¯察
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すが，そ�い�n¿では連携にはなっていないと考えます。 

もっと，もっと，Aeいものであり，きれいなÇÈではなく，現場でのW+なのだと感�ていま

す。そ�い�º¿ではありますが，今，C県からのお話を��と，本当に��に大人がFき合っ

て，きっちりやっている所もあるのだといよ�に思いました。 

Fが-るよ�な�.なW応があるのだと，すごいなと思いました。 

本日の連携は，い�めや{内d力のW応と(�£Zへの早�W応とい�ことを話題として行きま

すが，O広になってしま�ので，「¯察をÅ�」に，い�め，{内d力，(�£Zを�心にさせ

ていただきます。 

次に，私¾であることをおsりして，¯察と�機関とのt機関連携については，今のÊ"のシ

ス�ムと同�よ�に，第 5�代まであるのではないかと�dに思い，図表にさせていただきまし

た。 

第 1�代は，学{¯察連絡協È会のよ�な会È体と，¯察官，あるいはK年³F職員と学{の

[生たちとの人Ó関係によって行-れていた�代があった。 

 次に，第 2�代では，�ー�ルが高いと思-れていた人事交�とい�のがあり，&人情報の%

護の要¾で，人事交�や人Ó関係だけでは解�できない，&人情報を!でやりとりした�だとい

�よ�なÊ任Çに_えられるよ�に，学{と教�D員会が「¯察連携制度」とい�よ�な協定書

を§�だとい�ことがあります。 

 第 3�代ともい�ものですが，福C県福CPや%
?Pで行-れているよ�に政令Pの(�相

¼所の�に¯察の相¼部.が入ってしまい，%
?Pの施Äの�に，(�相¼所，¯察，教�D

員会も入って相¼から実aへと�ンスッ�	ースを行�よ�なものがあります。 

第 4�代としては，ネッ�ー�のシス�ムを使って�アルタイムに情報共�するとい�こと

があります。また，?�県，C=県などでも行-れているよ�に。例え�，(�£Zの立ち入り

¥検・[Yを共同で実施するためのW+©�を実施しているとい�よ�なことがあります。これ

らについては，VR を��してこれらをできないかとい�ことで，調査研究も今はQまっている

ところでご�います。 

さらに第 5�代になります。もっと早�に進展させなけれ�ならないのではないかと思ってお

り，現在，研究にかか-っていますが，£Zに関する行政情報，直oは£Zとは関係ないが，�

�($¶などを9けていない，就学説明などに来ていないDIなどについてAI を��・.7し，

ち�っと「おせっかい」�Hで，「!かお困りのことはありませ�か」と早�にかか-っていく

ことができるのではないかとい�ものです。¯察が£Zをº�する2に，あるいは(相がÊ告を
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�']とい�よ�なことで，い�められています。大人社会でのパ��ラの内容と同�とい�こ

とだと考えます。 

¯察が取りVった{内d力事�は，平成 30 年度だけの5年度�計ですが，教師にWするd力

事�とい�4.Ëくであり，[生も大Oだなと思います。最Ë，小�学{の教師になりdがいな

いのも.かりそ�なpがします。¯察によるい�めのW応については，学{教�であり，基本的

な考えが¯察庁から示されています。教��のÓ^°のÀ�から，一µ的には教�現場における

W応を=重しつつも，犯罪行�がある場合には¯察として主体的に取り組むこともあるとい�書

き�になっていますので，本来，学{や教�D員会その�で5§していただかなけれ�いけない

とい�ところもあります。そこで，̄ 察ではス�ール	ポーターとい�ものを開Qしていますが，

�8な ªを-めているのではないでし��か。 

 次に，¯察から(�相¼所へÊ告した£Zについては，Ç体的£Zや心理的£Z°ですが，�

でも，心理的£Zが非Qにtくあります。主にはÛ2DV のよ�です。Û2DV は，Eどもの2

で，¶が��ス�ィッ��イオ�ンスをして，そこでEどもが¾ていたとい�よ�なことがtい

とい-れています。それくらいDV もtいとい�ことになります。 

£Zの検uについてn外だったことがあります。Ç体的£Zは外¾�.かりやすいのでするので

すが，]的£Zも 226�もあることです。[ほど]�県¯からお話がありましたとおり，¶がE

どもにWして]的£Zをするとい�ことがあり，成長に大きな課題を生�ると考えます。 

 ¯察における人Ç安全，(�£Zの体制は，人Ç安全W策課°とい�部©ができ，図表のよ�

な�れで，相¼を¯察©で9理いたしますと，¯察©長に全てを報告，そのt*を9け，�せて

¯察本部と協力してW+するとい�bになっております。 

¯察©長をやりましたが，¯察©長にSつÊ任があるのか.からないし，¯察©長は，本当にや

りがいがありますが，ものすごく大Oな�事です。法令，w例，µ�などに，「¯察©長は・・・」

と記Çがあり，いくつのµ務とÊ任があるのか.からないよ�な�事だと感�ました。 

話はO-りまして，²GK年の支援であります。ご質Gの�にも，²GK年の支援をど�してい

るのかとい�ご質Gがご�いました。図のよ�にK年	ポー�ンター，K年³F職員の��を

�心にして，¯察©全体で²GK年の支援をしているとい�ところでご�います。 

 本日も，�機関連携が�ー�ですが，私は，連携とい�Â°について，このよ�に考えていま

す。連携とい�Â°は，行政�語として非Qに�,な�語でありまして，!か困ったとき，例え

�È会において「連携を強化してまいります」とÂ�と答弁として5§してしま�とい�よ�な

ことがあるのではないでし��か。役人の「検Ãします」は，やらないのと同�だとf判されま
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の°yがかなり/しいとい�ことです。1員要求を-している�ですが，全体的に��となって

いるので，¨sするのも今は難しいぐらいの状況な�です。なので，もし1員とい�ことでス�

	ポの�を確%できるとなったときは，OB の�にAを\けられると思��ですけれども，現在

されている�の様Eを¾ますと，確かに�務です。§構pをÌ�し，大Oだし。な�ですが，§

構，その�務を，皆さ�は生き生きと，すごくやりがいをsって，されている�です。とい�状

況なので，n外と�力なのかなとい�ところもあるので，その�力を�っていただけれ�，もし

かしてなりたいとい��もいらっし�る���ないかなとは思います。]k的に合っている�も

いらっし�ると思�ので。 

vß：はっきりと¦し��て，非Q2職員でありますので，¯察官であった時の��の4.以�

ですよ
。非Qに安い�mでかなり/しいことをしなき�いけないとい�ことになっち�います。

例え�，1員ができたとして，ど�な人が:しいとか，それから，その人をÒ�ためにÛoをし

ているとかい�ことはありますか。 

ÏE：Ûoはしていないです。ただ，!でな�でし��
，それなりの�がなる�ですよ
。Ð

]といいますか，ご¹Çでやっ�り.かっていらっし�る�でし��。この�事をやって�たい，

¹.で，Fいているとかとい�のがある���ないかなと思�ので。 

vß：そ�すると，OB 同士で，「非Q2の職は!になるÛ」といったときに話し合っているかも

しれない。 

ÏE：かもしれないですよ
。2になっていらっし�る�のお話，今，現職の�でやっていらっ

し�る�も，やっ�り情報(Ôはされていると思います。 

vß：そ�したら，あまり¹.の能力を発*できそ�もないなとか，あまり�務は�だなとい�

人は来ないÛ 

ÏE：と，思��です。 

vß：大O答えにくい質Gだと思��ですが，��あ，同�よ�に，C=県¯からもお願いでき

ますでし��か。 

«.：C=県は°政が/しいので，現在のス�ール	ポーター14名体制を今後も¨sできるかと

い�と全く.からない状況です。 

 ス�ール	ポーターの人pについてですが，K年¯察を経Ùした¯察官には人pがあります。

�った経Ùを生かしたいとい�ことだと思います。70=になってもvめたくないとÂ�	ポータ

ーもいますが，さすがに後進に道をÁっていただいております。Eどもたちと´れ合�	ポータ

ーの�事にやりがいを感�ているよ�です。 
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9ける2に，いろいろな情報の�から，?Ë，`�を査定してW応することです。 

それから，¯察の相¼でも，(相でも，ベ�ラン職員の�たちが¹職していきますので，その

��の��ッジを共�したりすることが，第 5�代としてはあるのではないかとい���に思っ

ております。 

 ここからがQまりなのでご�いますけれども，事2の説明が長く¦し«ご�いませ�でした。

それ�れの県とÈÇしていきます。 

¯察において，昭和 38 年に，「K年非行における¯察と学{の連携強化について」とい�ÊÀ

が発-されていますが，それは，都道_県¯察の�で行-れて施策の�で，8�的なものが，¯

察全体として連携の強化についてとい�ÊÀになりました。 

その後，第 2�代の人事交�がありまして，学{連携制度，その�ス�ール	ポーター制度は，

?�県¯においてス�ール	ポーター制度を開Qしたとい��れになっていると思-れます。 

 初めからKしn地Qな質Gをさせていただきます。会場からも質Gがご�いました。 

¯察庁は，平成 29 年 3 月，K年課長ÊÀにより，い�め・非行・{内d力といったことへのW

応にはス�ール	ポーターの制度は�8である。都道_県°政当局にWして1員要求をするよ�

にÊÀがされています。しかし，¯察官の1員は，¯察法に基�いて国からの一定の基zでÓª

を要求しています。令和 2 年度1員は?[県¯に離N防¥Ñとい� 151 人の部Ñが-来�がるよ

�です。 

このよ�に¯察官は¯察法に基�いて1員が行-れますが，一般職員や非Q2の職員とい�の

は¯察法による\りがないものです。地�°政計画により，1員の[要]についてはÊ�します

が，県の°政によっては，1員どころか，�られる可能]すらあります。 

そこで，|�県¯のÏE³�から非Qに感9的なお話を�ったのでありますけれども，調査�

の�をご´いただきますと，|�県¯のK年	ポーター�ンターの�で，ス�ール	ポーターは

2008 年 4 月から 15 名がおられるとい�ことになってご�います。民Óからもn�されていま

す。質Gは，こちらの�です。 

[ほどから，ス�ール	ポーターがいろいろな業務をやっており，今までの¯察であったらや

らないよ�な業務までやっており，�Zも大きいと報告がありました。そ�なると，�の¯察の

非Q2職員と��てかなり�ー�な業務になっていて，もしかしたら，1員することになり定z

化されても，そもそも OB が応#しないのではないかと思�のですが，その�はいかがでし��

か。 

ÏE：|�県の実情を¦しますと，実は1員をしたい�ですが，そこまでが難しくて。要は，県
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。非Qに安い�mでかなり/しいことをしなき�いけないとい�ことになっち�います。

例え�，1員ができたとして，ど�な人が:しいとか，それから，その人をÒ�ためにÛoをし
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ÏE：はい，そ�です
。 

vß：民Ó，[ほど，Àk¼で民Óの�に¾合��m��ないと¦し��ました。大O，�な質

Gですけれどもいかがでし��か。 

ÏE：やっ�り，それでもやっておられるのは，やりがいを感�ていると思います。 

vß：この�は，人事l当¼でないと答えにくい内容ですよ
。 

ÏE：はい。.からないとい�ことで。 

vß：¦し«ありませ�。この�度でよろしいでし��か。 

«川：vJさ�，�µ�発Âで¦し«ないけれども，#Ôしているとい�話だけれども，#Ô案

内とい�のは一般に公表されているのかど�か。そこに，例え�職歴をG-ないとか，あるいは

年ßをG-ないとか]*をG-ないとか，そ�い�よ�なことも入っているのかど�か。 

ÏE：公#はしています。要�としては，確か教�に関-る経Ù����のよ�なbで，!かし

ら。例え�，Eどもに関-るよ�な応#Àk，要�が，確か示されていたと思います。 

«川：さっきの社会福祉士な�かが応#してきた場合に，それは応#要�に入る-けです
。 

ÏE：社会福祉士ですか。 

«川：�に(�福祉の。 

vß：た��，あまりそこまで/kなÀk要�を定めていないと考えます。公#要�でし��か。 

ÏE：私のほ�が人事部でないので，¦し«ありませ�。 

vß：では，私は，神奈川県¯で¯務課長（人事総括）だったのでお答えしますが，非Q2の職

員なので，そこまで/kに，このÀkがなき�Ù目とい�ことは�めておりませ�。̄ 察官のOB

からn�することを想定していましたので，|�県のよ�に民Óの�を入れているとい�想定を

しておりませ�でした。もちろ�，学{へのn権になるので，[生 OB を入れるとい�ことを想

定はしていたので，民Óの�をス�ール	ポーターにするとい�想定があまりなかったと思いま

す。また，��Ûなどもあり，Àkを2Ûに-してn�したいとい�のは難しいかもしれませ�。 

«川：�は*やら?�に行って�っくりした�だけれども，ス�ール	ポーターの�に教員だ

った人がいるとい�話。それで，それ以外の所でも，いろ�な県を回ってきた�だけれども，教

員だった人をÔっている所はそ�なになかった�です。だから，そ�いったn味では，2 つの所

は非Qに|�にqったの。°をÌすと，教員が来たときに，それは職�をG-�とい�のでやっ

たかもしれないけれども，教員がそ�やって応#してくるには!らかの°からの(き\けでもな

いと，なかなか教員は来ない�ですよ
。 

vß：元教員をn�しておられる県で，回答いただけるでし��か。そのよ�な，教員i�たい
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 教員 OB にWするÛoは行っております。*P教�D員会と¯察本部K年課における人事交

�については第一部で説明させていただきましたが，�Ìされている教員がス�ール	ポーター

の業務をl当していますので，ス�ール	ポーターに�さ-しい教員 OB を紹介していただいて

おります。 

vß：会場のからご質Gがありました。��大学の7�[生から，私と同�よ�な疑Gをsたれ

たとい��ですが，ス�ール	ポーはC地で�Àされていると·くけれども，K年¯察の経Ù

のKない OB の�に，<.役3を�たせない人もいるのではないか。そ�いったス�ール	ポー

ターの人Òはど�しているかとい�ことです。|�県では，どのよ�なことでし��か。あまり

ス�ール	ポーターにFいていない人などいるのでし��か。 

ÏE：|�県は生�安全部Ôでない OB の�がされている�です。n外と，Îにやったことのな

い.Òでの�力を感�られるのか，現職の時には�れたよ�な感�で�事していたよ�な�でも，

ス�	ポになったら生き生きするとい�よ�なお話を·いたりもするので。ス�ール	ポーター

の�のやり�とい�のもそれ�れあると思��ですけれども，Eどもと直ooする機会のtい�

もいらっし�るし，それよりも学{の[生と，とにかく¯察©とのÓを取りsつ役3をすごくÎ

張っていらっし�る�もいらっし�るので，それこそ，¹.のやりがいをそれ�れ¾いだしてい

かれる���ないでし��か。 

vß：ス�ール	ポーター人員が非Qにtくいられる。最初にス�ール	ポーター制度をつくっ

た?�県にWして，同�よ�な質Gなのですが，w�社会福祉士会の小林さ�から，ス�ール	

ポーターの�9を�って，�ーシャル�ー�のIÔDである�ーシャル�ーカー，社会福祉士を

¯察に行ったらど�かとい�よ�なお話もあります。これも2めて，¯察官でス�ール	ポータ

ーになりdがいるのか，あるいはど�な人がなっている�だろ�か，�ーシャル�ーカーとか社

会福祉士は[要だろ�かとい�ことについて，!かごn¾はご�いますか。 

D�：?�県¯は，[ほど，も�一人の³�が話したよ�に，40名のス�ール	ポーターで，こ

の�Çは，¯察官 OB，もしくは元教員の�です。今までの¦しÊ�の�で，そのよ�な�が¦

しÊ�だとい�ことを·いたことがありませ�。 

 あとは，質Gにありました，そ�い��を入れてW応するとい�のも県¯のほ�では[要かな

とい���に思っています。その�については，Eどもに関-っている�とい�ことで，Ó口を

広�ていきたいとい�部.は，県¯のほ�にも大いにそ�い�n¾はありますので，応#があっ

た時�でいろいろと検Ãしていきたいと考えております。 

vß：|�県では民Óの�も入れているのですよ
。 
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きいので，¹職される OB もたくさ�これから-てくる�ですが，定年がK長になって¹職する

人がKなくなった時に，]�県のこのµ�をど�やって¨sされますか。 

内®：[ほどから，ス�ール	ポーターの�9とい�ことで，?�県さ�と，それからC=県さ

�が·かれて，学{にQ駐するとい�お話を·いて，なかなかすごいなと思いました。]�県の

ス�ール	ポーターとい�のは，¯察©にÓªして，学{との連携を図るとい�ことが第一。学

{で!か�異事案があった，そ�い�例があったとい�ことであれ�，すぐに¯察につないでい

ただくとい�役3がある�です。なかなか，学{へQ駐してとい�ものは，今のところありませ

�。これから，[ほどおっし�ったよ�に，¹職時代が来て，人員の確%が難しい���ないか

なとい�ところはある�ですけれども，来年度以Óは，一般非Q2職員とい�名�が会計年度任

�職員とい�名�にO-りまして，ど�もお�mが�がるよ�なお話になって，�ー�スも-る

とい�お話になっておりますので，そのÛでも	ポーして，#Ôをしていきたいと思っており

ます。 

vß：難しいのは，¯察の予¡の�でも，人事±は�に��も，�からの��もできませ�。人

�±総体の�でしか9けないものですから，¯察官の�mをたくさ�-すと，一般職員の人とA

が大きくなってしま�こと，人�±¾合いで非Q2がnれないなど，いろいろな\りもあります。

これから定年K長になっていくと一時的に¹職する人がKなくなります。 

私の&人的なn¾でありますけれども，非Q2のス�ール	ポーターといった機能している非Q

2については，できるÕり，職員の�が 70 になったら¹職させるのではなく，能力があり，ご本

人が²けたいとい�ことであれ�，²けていただくとい�こともある���ないかなと感�まし

た。ありがと�ご�います。 

«川：ちな�に，%護司さ�は 75。法務省は 75 だってÂえ�，¯察庁は。 

vß：¯察官OB の 75=まで¹²n�はKし/しいかもしれませ�が。 

«川：だって，	ポーターでし��Û 

vß：現行の 65=をKし�つK長することは可能かもしれないです
。ありがと�ご�います。 

 次のスライ�は，Kし強Ûも-しましたが，日本ではス�ール	ポーターとい�人がいるので

すが，ア��カでは，皆さ�からFかって!側の赤いベ�ーの人は，�ーディアン・�ンジ�ル

スとい��ラン�ィアの�ン�ーで，¯察官と一¥に高{を守っているのです。 

この学{は高{です。ア��カでは，小�学生はス�ール�ス，高{になり�oを取ると³でÊ

学してくる«です。³の�なので，z�を{して入ってきても全�.からない。 

この学{で，zの�J事�がÅきたので事�後に，¯察官と一¥に�ラン�ィアが守っていると
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なのをÄけてn�しているのか，あるいはdをu�ていただいてn�するのか，どっちでし��

か。 

«.：C=県のス�ール	ポーターは?�県をモデルにしておりますので，同�よ�に¯察官OB

と教員 OB を4�の構成にすることが目�ではありますが，なかなか¾つからない状況です。第

一部でg紹介しました小学{のG題(�にW応したB]	ポーターは�学{の教員 OB です。�

学{の{長経Ù¼のス�ール	ポーターから紹介していただきました。 

vß：[生，よろしいでし��か。なかなか，最初の思_で，¯察で非Q2職員をnるとい�と

ころの思_と，それから，このK年	ポー�ンターでのス�ール	ポーターの�Àの思_は，

私が思�には，要するに神奈川県¯で人事l当をしていた人Óとして思�には，全く違��Fに

行っているとい�よ�に感�ます。本当にEどもたちのために�9するよ�なス�ール	ポータ

ーがtくなっている。-れ-れが考えていたのは，これから¹職する¯察官がtくなるから，非

Q2の職もないとま�いよ
とい���に考えながらつくっていた�だけれども，違っていたと

い�ことです。本当に機能しQめているとい�ところがあって，とてもすごいなとい���に思

いました。 

 Kし*の¿�からSつかのご質Gを頂きましたので。]�さ�の]²G¼への支援についての

ご質GをSつか頂いておりますのでお話しいただきたい�ですが。ま� 1�目は，�"招聘研究

員からですが，]�県¯の]�検査は，¹²³Fと考えていいのかとい�ことです。 

内®：]�検査につきましては，²GK年支援の一�として考えていただけれ�§構かと思いま

す。 

vß：も�一�，社会福祉士会の�Ò様からですが，犯罪²Gにならない²G¼の支援が¤2ら

しいと思�と。ただ，²G(�の総zの�ち，支援�9につながっているのが4z以�のよ�で

すが，支援につながらない理�とか�aがありますか。とい�質Gです。 

内®：やはり，支援させていただくには%護¼の同nが[要な�ですよ
。]�検査を�めても

sられる�も§構お¾えになります。[ほども-ましたが®�的ではない%護¼もお¾えになり

ますので，全員が私どもの施策に同nしていただけない�ですけれども，®�的にAを\けて，

支援の人zを1やしていきたいと考えております。 

vß：]²Gの場合には，Aけ-が非QにKないとい�部.もあります。刑法犯º��zに現れ

ない，A-がない3zがtいとい-れていますので，そこでK年の%護¼に一¥に同nを得てと

い�のはなかなか難しいのかなと思います。この]�さ�の取り組�はすごい取り組�だなと思

いました。なかなか�の県ではま
できないのかなと思います。]�県の場合には¯察µ�が大
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きいので，¹職される OB もたくさ�これから-てくる�ですが，定年がK長になって¹職する
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いで全てが¦-っているとい�ところです。 

 �Óが 45 カ月ぐらいで 39¯察©が全部のP�村と�§できたとい�ところを¾ますと，なか

なか進まないとか，そ�い�ことはなかったのではないかと感�ております。 

 この協定の�で，�に連携が図れなかったとか，情報をもらえなくて困っているとい�よ�な，

そ�い�話は学{側や教�D員会から·いたことがない状況ですので，かなり0の協定の�§に

はなりますけれども，連携や情報の�À°はスムー
にいっていると考えております。 

vß：な�この話を·いているかとい�と，神奈川の場合，協定の�§のÖには8WもあってC

教�D員会の9きはあまり¯くなかった。県教�D員会は，9いてくれましたが，早く9いたの

は私立学{協会な�です。私立学{の場合，�に進学{では，¹.の所に非行などある-けがな

いとい�よ�なことになるのですが，生TtF研究部会の[生�の�にものすごく�心な�がお

られまして，この�が，「県がÙ目でも，PがÙ目でも，私立が最初に§�でやる」とÂって§

�でいただきました。やはり，|µ施策の推進には，キー�ンがいたのです
。このキー�ンの

�と神奈川県¯は，県の次に�§しました。 

政令P教�D員会の�には，はなかなか§�ない所がありました。§�として，大きな事�が発

生してしまった後，最後になってしまったことがあります。 

¯察でも�の機関と協定を§�Öには，¯察内部のよ�に，¯察庁ÊÀで�まく行かないことも

あります。ましてや文�省のÊ�では，¹�体とい�のはなかなか9けない�だとい�こともご

理解いただけるのではないかと思い質Gしました。 

 次に，]�県にお�いしたいのですが，]�県は，�t4Nで学{の��合とかがご�います。

それから，また，会場からも質Gがご�いましたが，¹9³}業の関連の外国人の就1とか，外

国のルー�があるEどもたちがたくさ�いて，学{とのG題がいろいろとあるのかなと思�ので

すが，文書協定について，ど�な困難があったでし��か。 

内®：]�県は，[ほどの学¯連，?�県さ�に¿れること£ 10 年後な�ですけれども，平成 25

年に，ま�，政令t定都Pの名古屋Pの教�D員会，ª 26 年に]�県の教�D員会，最後に，ª

27 年に，]�県の私学協会と連携制度の協定を§�でいます。その後は，?�県さ�と同�よ�

に，C¯察©と 54 のP�村の全ての教�D員会とのÓで，平成 29 年までで全ての協定を�§し

ております。 

 [ほど質Gにありましたが，外国人がtいとい�のは事実でご�いまして，�ラジル人の�が

一�tく��でおるのが]�県だそ�です。いろいろと，Â°のG題ですとか，½田Pを�心と

した¹9³}業で(くお父さ�おnさ�がいてとい�ことで，½田Pですとか½lで�ラジル人
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い�図です。 

 も�一つの��では，¯察官のよ�な人が立っています。こちらはロ	ン�ルスス�ールポ�

スとい�，正µの¯察官です。ア��カには 1� 8,000 ぐらいの法>行機関があるとい-れてい

まして，公:だとか，公k¥生ポ�スとか，「!だ，それÛ」とい�よ�な¯察官がたくさ�い

ます。ロ	ン�ルスでは 340 人のロ	ン�ル・スス�ール・ポ�スが組�されているそ�です。

全高{には，キャンパス¯察官とい�人がいて，交�のよ�にして¯察官がQ駐しています。日

本ではz社会��ありませ�ので，高{生がいきなり�シン�ンを_つな�てことはないのです。

日本がいくらhれているといっても，ス�ール	ポーターでも!とか(められているので，¯か

ったなとい�感�はしております。 

 次が，&人情報の高まりによって，昭和 59 年，福C県のk日Pとい�所で&人情報%護w例が

最初に-来�がった。その後に，川Jで&人情報%護w例，63 年に&人情報%護法ができ，そし

て，平成 14 年に犯罪が�1した時に，文�省と¯察庁は，「学{と¯察の連携の強化による非行

防止W策の推進について」，あるいは，19 年 12 月に文�省から，「(�の$全�成にFけた学

{と¯察の連携の強化について」とい�よ�なÊ�が-されております。 

 そして，31 年の 3 月に，¯察庁のÊÀで，「K年の$全�成にFけた学{およ�教�D員会と

の連携の強化」とい�よ�なものも-てきております。これは，学{・¯察連携制度とい�情報

交換°が絡�でいると思います。そこで，?�県にお�いしたいのですが，県内のP�村zを¾

ますと，63 もあります。¯察は，公安D員会の管理の�に¯察本部 1&ですけれども，GHQ が

つくった教�D員会制度とい�のが教�部Ôでは¹²されていて 63 の教�D員会があるのかど

�か.かりませ�が，63 もあったら，この文書協定を§�のに，一&一&のP�村の教�D員会

と§�だのでし��か。その§�のに当たって，ど�な課題とか，ど�な困難があったのか報告

をお願いします。 

D�$一（?�県¯察本部生�安全部K年課課長³�）：?�県¯では，平成 15 年 12 月 24 日

に，学{と¯察©との連絡°に関する協定書とい�ものを§�でおります。これは，?�県教�

D員会と政令PのさいたまP教�D員会，?�県¯察本部の 3 ¼での 3 ¼で�§をして，ª年の

2 月 1 日から施行となっております。それを9けまして，C¯察©と管轄するP�村でも�§し

ています。?�県には，今は 39 の¯察©がりますけれども，39 とその管轄しているP�村で�

§しています。 

 年z的には，[ほど¦しました平成 15 年 12 月 24 日に本部と両教�D員会と�§しまして，

平成 16 年の 5 月vまでには全 39¯察©がP�村との�§が¦�していますので，45 カ月ぐら
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です。�っているとい��度では，�理だなと思いました。 

 時Óがなくなってきてしまったのですが，人事交�についてです。Àmの表の�にも人事交�

をされていると書いてご�います。学{教�D員会の人事交�で，|�県は県の生TtF課い�

めW策室へ 1名とい�ことです。[ほど，い�めのG題の発生にW応してい�めW策室へ 1名入

っていると思-れますので，ここはÒ�させていただいてよろしいでし��か。 

 人事交�については，役人の��の�では 3 つの�法があります。-Fといって，例え�，私

は神奈川県¯から¯察庁へ行くときに-Fとい�Ç.で行くと，神奈川県¯を一Ç�の都合によ

り¹職いたしまして，¯察dEも制uも神奈川県¯にÌして¯察庁に行く。¯察庁に行ったら，

¯察dEもなく制uもなく，ただあったのはÊ行¹だけだったとい�ことがあり，¯察官として

はK��しい感�がしました。�mは国からもらいます。県¯察の定z内ではなく，¯察庁の定

zの�に入ります。 

県の�で同�よ�に，-Fとい�bを取ると，Ç.をO更して，9け入れ側が人�±をÄlす

ることになります。県庁のい�めW策課に-Fした場合は，公安職である¯察官から行政職にÇ

.換えするとい�よ�なことがÅきます。 

�Ìとい�のは，�Ìをする側，例え�¯察側が¯察官のÇ.のまま，¯察dEも制uも使-

ないけれどsっているとい�よ�なイ�ージです。ただし，人�±を¯察がsって教�D員会に

行くとい�よ�なことになります。Îで難しいのは，教職の人が¯察本部で2務するときに，学

{で学生に教えていないけれども教員の�mをもら�とい�よ�なことがÅきます。任$権もそ

のまま，定zもそのままです。 

�務といって，両�の組�のÇ.をsっていて，¯察dEもsっているけれども一般職として

も�事するとい�よ�なことがあります。これを，両�の�事を�務するとい�よ�なbになっ

ています。��は，�Ìと同�bになります。 

 ]�県にお�いしたいのですが，Àmを¾ると，教�D員会の総務に，¯部と課長³��の，

§構G部の人事交�が行-れています。交�[が生x学«課とい�所なのですが，な�その生x

学«課なのでし��か。 

内®：生x学«課で人事交�がQまったのが平成 16 年からだと·いております。この時の書Ö

をKし¾直しますと，文Âには，「学{における(�生Tの安全教�事業にかかる防犯W策のÀ

�から，tF7Âおよ�Ó�°での防犯n¿の3発」とい�，長ったらしい文書が書いてありま

して，現在では人事交�の�で，教�D員会との連携を図るためのパイ�役とい�のが今の主な

�事になっていると思います。今は教�D員会の�からは高{の[生が私の	ポー係の�に 2
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がtくて，�ラジル人学{も§構ある�です。そ�い��ラジル人学{と，文書協定ではない�

ですけれども，r年�ラジル人学{をW象としたEどもの安全教室とい�のを生�安全部のほ�

で行いました。½田Pにある�ラジル人学{に，Eどもの犯罪，い-ゆる²GにÁ-ないよ�に，

Êり�ですとかs(ですとか，Á-ないよ�にするための教室およ�非行防止教室を実施しまし

た。まだまだ連携は取れているとい��階ではご�いませ�が，そ�いった�9をÊ�て，そ�

いった�ラジル人学{と今後は連携を�めていけたらと�Yしている最�でご�います。以�で

す。 

vß：]�県は�>な部.もありますよ
。?�でもお同�よ�に外国人がたくさ�いる地域が

あると思�のですが，?�はいかがでし��か。外国人のW応で，非Qに¡^するとか，学{と

の連携の�で難しいとかとい�ことはあるのですか。 

D�：今のところは，W応に¡1しているとい�ことは·いたことがないです。 

vß：C=県にも同�質Gです。協定を§�のに難しかったとい�ことがありますか。 

«.：この協定はC=が発Rの地と·いております。平成 14 年にÏ�開Qした「�や�(�生T

	ポー制度」は，県の教�庁，政令都Pである*P教�D員会，私学を所管している県の私

学文書課と¯察本部がそれ�れ協定を§�，その後，P�村の教�D員会と管轄¯察©が協定を

§�でおります。私はその当時，¯察©に2務しておりましたが，県の教�庁との協定がスムー


にÏ�れてましたので，��¡1はなかったよ�に記Tしております。 

vß：元生�安全部長からすると，難しい�事に，大O¦し«ないなとい�感�がしないでもな

いところです。C=県もP�村が 35 で，なかなか本当は難しかった���ないかなと思ってい

ます。ところで，|�県も 30 のP�村があります。文書協定はどのよ�なことですか。 

ÏE：|�は，県�ベルでは，平成 16 年の 4 月 1 日からÏ�を開Qしていますし，地:の�ベ

ルでは，同�年の 6 月 10 日までに，全部の地:でÏ�開Qしております。 

vß：そ�すると，最後が，2004 年にできているとい�ことでし��か。 

ÏE：しています。¡1した�は，現場からは私は·こえてきませ�が，実Öはあったかもしれ

ませ�。 

vß：私は，K年課にも2務経Ùがあり，協定を§�とい�ことはなかなか¡1したとい�記T

があります。学{やK年事�で，大きなG題が生�ていれ�，教�D員会の�も一¥にやりまし

��とい�話になるのですが，やはり，教�D員会や学{と人Ó関係ができていないと�まく行

かない。教�D員会の生TtFのl当の�と¯察側の両�がかなり緊Hに連携していることが重

要です。よく�らない，ただ名�交換ぐらいで行ったのでは全��まくいかないとい�のが実感
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ろで，¯察的な立場で，そこらÉを強調してやっています。 

vß：|�県にも�一つ質Gしていいですか。��大学の7�[生からですが，K年院との連携

の内容についてはどのよ�な，-院後のフォローアッ�も重¿しているとい�ことでし��か。

どのよ�な連携を行っていますかとい�質Gです。 

ÏE：これは¯察庁のほ�からt示があったので，C県で全部かど�かは-かりませ�が，やっ

ているところだと思��ですけれども。�>p;に加lするよ�なK年を-さないよ�に，再犯

を防止するよ�な講µもありますし，-院してからも加lしないよ�にとい�ことで。神奈川県

¯が"ってくださった DVD を,�して，K年院に行って，¯察の職員がK年たちに講話すると

い��Hを今はnっています。 

vß：おR�かしいことでありますが，私が非Q2講師をしている大学でも，�>p;に加lし

てZまった学生がいます。そこで，学生らのº¿を高めるため，「��ラッ��イ」と検Yし

たら，ど�なものが-てくるかを調�させると，「[生，50�円とい�のがありました」，「�

��とい�のがありました」とい�よ�なものがtzありました。表Û�に-ている検Yだけで

も，こ�なにあるのかなとい�感�ですけれども，明らかに高い報xを%っているのは�>p;

を疑えといってあります。K年院で�>p;防止を�心に実施しているとい�ことなのですが，

K年院で/しいtFを9けれ�再犯がKなくなるかもしれないです
。 

 時Óもなくなってまいりましたので，(相との連携についてについて，残りの時Óを取らせて

いただきます。(相との連携については，¯察庁からもたくさ�のÊÀが-ております。6生1

(省からは，Zで書いておりますが，Zは，6生1(省からC都道_県にÊ�が-ておりま

す。 

私は，「ÊÀ」と「Ê�」は，どのよ�なことが違�のか，»味をsち，調�ました。 

国立公文書館の解説では，「ÊÀ」は，C大¸，CD員会およ�C庁の長官が，その所)事務に

関して，所管の·機関や職員に$令または示ÀするbHのものをい�。「Ê�」とい�のは，�

定人または��定tzの人にWして�定の事Õを�らせる行�とい�よ�なことが書いてありま

した。では，国会質Gを調�て�よ�と思いました。平成 23 年に，当時の�M総務大¸がこのよ

�に答弁しています。「政_が¹�体にWして-すÊ�，これは 2000 年の地�.権改革以来，

基本的には�8であります。場合によっては違法であります。あるとすれ�W術的7Âなどであ

ります」と。つまり，6生1(省が-しているÊ�とい�のはW術的7Âですとされていて，!�

をこのよ�にしなさいと，$令口調では書いていないとい�ことです。Âっていないとい�こと。 

 ¯察は，「ÊÀ」がsÊですが，¯察は，[ほど説明しましたÊり，¯察は，¯察庁とい�国
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年の�Ìで来ていただいております。 

 この[生は，とても®�的な[生でご�いまして，�っと，高{にいる時は�フ�ールの部

�をl当しておられました。私たち 50代のお�さ�は，教室には[生が立っていて，生Tがおと

なしく·いている，[生の話を一�的に·いているとい�のがQ¿だった�ですが，この[生か

ら，「今は，	ルー��ー�とい�やり�がありますよ。い-ゆる，教室を小さな	ルー� 4～5

人でまとめて，そこでお題を-して，¹.らで話し合ってn¾を-しあ�。こ�い�7�Fの教

室が今はsÊな�ですよ」とÂ-れて，目から�ろこが±ちました。その[生には，r年非行防

止教室�ニ�アルとい�のを"っていただきました。¯察©のK年係員が，学{からの要望によ

り²���防止をは�めとした非行防止教室をやる�ですけれども，K年係の[査員は²�をあ

まり´ったことがない�ですよ
。その，²�を´ったことがないK年係員が，²�の話を生T

の2でしてくださいとÂ-れても，なかなかできない�です。®dのK年係員にとって¡dな�

事の�に入っていた�ですけれども，この	ルー��ー�とい��Hを使�と，やり易い�です

よ
。¯察官が司会¼をやり，学{の[生にもおd�いをお願いをします。それで，いろ�なn

¾が-てくる。「'Àから，こ�な²�があるけど使って�ないかとÂ-れたど�するÛ」とい

�お題を-すと，小学生でもいろいろ考える�です。�には「�はも�sっているからいい」と

Âってsるな�てÛ�いn¾が-てくる�です。一�的に·くだけの講話だと!からKに�れて

記Tに残らないけれども，¹.で考えてn¾を-すこ7�Fの授業ができるとい�のを[生から

教えていただいて，非行防止教室�ニ�アルを"ってもらい，県¯全体で共�している状aがあ

ります。なかなかいい交�ではないかなと思っています。 

vß：それが¯察官の教Öにも生かせたらいいですよ
。一�的に�司が部�に示Àするのでは

ないものが:しいです
。¯察官の教�（教Ö）は，一�的に�司がし��っているのを「��

��」と·いている。どこまで理解しているのかよく.からないとい�部.があるので，できた

ら，	ルー��ー�するといいのかなと思っていました。�計なことをÂいました。 

 会場の�から，|�県にWする，い�めW策係の質Gです。キャラ�ンÑ，い�め防止教�な

ど，¯察以外にもoにやっているのですが，¯察だからこそできる�9とか内容にはどのよ�な

ことがありますか。 

ÏE：さっき¦し��ました TT 教室と�して，教室の�へ入ってl任の[生と一¥になって授

業するとい�よ�なところもそ�ですし，キャラ�ンÑのときもそ�ですし。学{の要¾とか状

況による�ですけれども，制uで行く�です。制uで行くと，やっ�りEどもたちの8応が違�

�たいな�です。い�めもいろいろ行�がありますけれども，犯罪につながる�だよとい�とこ
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いただきます。(相との連携については，¯察庁からもたくさ�のÊÀが-ております。6生1

(省からは，Zで書いておりますが，Zは，6生1(省からC都道_県にÊ�が-ておりま

す。 

私は，「ÊÀ」と「Ê�」は，どのよ�なことが違�のか，»味をsち，調�ました。 

国立公文書館の解説では，「ÊÀ」は，C大¸，CD員会およ�C庁の長官が，その所)事務に

関して，所管の·機関や職員に$令または示ÀするbHのものをい�。「Ê�」とい�のは，�
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年の�Ìで来ていただいております。 
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よ
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ないものが:しいです
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県とさいたまPに送っている¯察官の階�と，-F[でど�なことをしているのかとい�のをお

·きしたいと思います。 

D�：[ほどご紹介のあったとおり，?�県は，福祉部こども安全課とい�所に¯部 1名の-F

で，平成 27 年から-Fしております。も�一つのさいたまPのほ�も，Eどもm来局とい�所に

¯部 1名を-Fとい�ことで，平成 24 年から-Fを開Qしています。 

 県の¯部については，県の行政職とい�Ç.と，あとは，��(�相¼所の役職とを�
てお

り，県庁職員として，県の(�相¼所は 7 つある�ですけれども，取りまとめの事務職的なこと

もやりますし，��(�相¼所のÇ.もsっておりますので，(�相¼所のどこかに¹ら行って

話をしたり，7Âをして�たり，あとは，管轄の¯察©と直o話をしたりしています。さいたま

Pの¯部については，(�相¼所に直o入っておりますので，(�相¼所の職員の�がやるよ�

なことを全て取りまとめて�9しています。 

vß：D�³�は，¯察官として，とてもoらかい}/pなので，(相に行っても(相の職員と

思-れるかもしれないのです
。ところで，?�県には 7 つの(�相¼所があるよ�に思います。

7 つの(�相¼所の全部にはW応できないですよ
。 

D�：そ�です
。全てにはW応できないです。 

vß：そ�すると，どこかの(相でG題があるとか，例え�一時%護するとか，¶が�いでいる

とか，そ�い�ことがあったらW応に行く-けですか。 

D�：県のほ�は，7 つの(相に¯察OB がそれ�れ 2名�つÓªされておりまして，県の予¡

で，県の職員として(いております。さいたまPのほ�は¯部が，直o入っていますので，¯察

OB はいませ�。̄ 察OB が 2名，それ�れに入っている 14名の�で一時的にはW応していただ

きまして，それでもち�っとW応できない重¢な案�で，%護したほ�が¯いのではないかと思

-れたときは，[�連絡が来まして，県¯K年課や県のこども安全課とか，©と(�相¼所だけ

ではなくて，県¯本部と県の主管する課で直o話し合って，判sをど�するかとい�のを7Âや

n¾を行い，なる�くEどもの安全を図るとい�W応を行っております。 

vß：なるほど，すると，¯察官OB がそこの(�相¼所にいることによって，一時%護の同行

だとか，%護¼が�wしに来て�いでいるとか，そ�い�ときにはその¯察官が後ろ�になって

いるとか，場合によっては，直o，W応するとい�ことですか。 

D�：そ�です
。そ�い�のを�インとしてn�しています。立っているだけでだい�違�と

い�よ�なことを·いています。もちろ�口も-しているとは思��ですけれども，8�は全�

違�とい�ことです。¶gさ�から·き取る内容も，Eどもを�てる¶�代よりも�の�になり
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の機関と都道_県¯察は��の関係にありませ�が，同�よ�に�安を¨sしている内部の機関

として，内部の機関にWしてt示$令をしているので，国民にWする権,や権Õを�Gしている

ものではないと。だから「ÊÀ」でよいのだろ�と私は解Îしました。ÏM[生や7�[生がど

のよ�に解Îされるか，時Óがないので取り��ませ�が，行政法の解ÎG題です。では，「W

術的tF」とは!かについて調�ますと，地�¹�法 245wの 4 第 1Õに基�いて，地�公共団

体の事務に関し，地�公共団体にWする7Âとして，7À的に�当]のある行�を行い，または

]ªを実施するよ�に!したり，[要な事Õを示したりすることだとしています。(�£Zに関

しては，6生1(省からÊ�が非Qにtく発せられているのに，!�，できていないのかと疑G

に思ったことの�とつをお話ししました。 

¯察では，令和元年 10 月 1 日に¯察庁の生�安全局長ÊÀで，「(�の安全確%の最&[と

しての(�£ZのW応」を取りまとめ，Àmの�，�，�のす�てをÔ£することとされていま

す。都道_県¯察ごとに�はありますが，¯察においては，(�£ZにWしては同一の|調が

取られているとい�ことになります。 

 会場からも質Gがありましたが，次�代�成支援W策推進法ができて，Eどもを取りLく�G

�@W策があります。Eどもをめぐる SNS に関してど�お考えかとい�質Gもたくさ�あった

のですが，時Óの都合�で，最後に時ÓがあったらKしご説明をしていただきたいと思います。 

 本日は¯察関係¼もtzお¾えになっていますが，その�に，「えÛ」と思��がおられまし

た。交Ê部Ôの�がお¾えになっているのです。交Ê部Ôに関するEどもの安全については，安

全な道¿交Ê�@のl�とい�ことで，学{+É 30 キロ，生�部.の�ーン 30 とか，そ�い�

ものを"って，Eどもの安全を守っていくとしています。また，それ�れの地域の¯察官や�ラ

ン�ィアにお願いして，Eどもたちが犯罪の²GにÁ-ないよ�に推進することとしています。

神奈川県のt-:においてカ�タス小学{のス�ール�スÔ合場所が³-れたとい�ことがあり

ました。そ�い�ことのないよ�にしていくとい�ことでご�います。それから，き��お話が

たくさ�ありました，²GにÁったEどもの%護，それから(�£Zの防止とい�のが，次�代

�成支援W策法とい�のに定められたとい�ことになります。このよ�にEどもを守るとい�こ

とは，¯察部内でも関心が高いとい�ことであります。 

 では，(�相¼所との連携について，これからKし時Óをはし�ってまいりたいと思います。

?�県にお�いします。?�県は�´的(�相¼所との連携が早く行-れているとい�よ�に思

います。教�D員会の関係では人事交�その�が行-れているのですけれども，県¯から，?�

県とさいたまPに-Fしていて，(相にはOB が行っているよ�であります。 
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�(�相¼所に�Ìをしております。 

 OB につきましては，名古屋Pの��(�相¼所に 2名，§部(�相¼所に 1名，w部(�相

¼所に 2名，計 5名の¯察OB。県の(�相¼所につきましては 10 カ所ある�ですけれども，そ

こにおきましては 5名Óªし 1 人当たり 1 カ所から 3 カ所(�相¼所をl当し，業務に当たって

おります。業務の内容としましては，(�£Z�ースにつながる%護¼とのÛoへの同Nですと

か，一時%護における立ち会い，移送，それから，�¯行�や£Zに関する調査業務，それから

¯察©との連絡業務に当たっております。以�です。 

vß：]�県は，�ーム�ージでこの 10 カ所の県(相とPの(�相¼所があると思いますが，�

�(相の�に，§部とw部の(相の 3 つになっているのでし��か。 

内®：はい。平成 30 年に1えました。 

vß：Àm表示では，��(相と§部になっていますけれども，w部(相も1えているとい�こ

とです。#正をお願いいたします。 

 同�質Gを，C=県にいたします。C=県(相が 3 つと*P(相が 1 つな�ですが，同�質

Gでいかがでし��か。いつÔから�Ìしているのか.かりますか。 

«.：平成 30 年度に現職の¯部³を県の��(�相¼所に 1名を，令和元年に残り 2 か所の(

�相¼所に¯部³１名�つを�Ìしていますので，現在，県の(�相¼所 3 か所に 1名�つ計 3

名の¯部³を�Ìしています。政令都Pである*Pには現職の¯察官を�Ìしていませ�が，

¯察官OB をn�しており，令和２年度には現職の¯察官が�Ìされる予定です。 

vJ：¯察官のOB が�Ìされている人たちとい�のは，業務とい�か任務とい�のが，例え�

一時%護とか，�wに来たときにW応するとか，そ�い�ことまでやっておられるのでし��か。 

«.：はい，&*の£Z�ースへのW応，£Z�ース全般に-たる¯察との連絡調l，(�相¼，

��的，d力的な%護¼へのW応を行っています。ただし，OB の場合は.Óの2務はご�いま

せ�ので，一時%護所のW応はしていませ�。 

vß：OB は.Óの当直体制はしていないとい�ことです
。 

«.：していないです。 

vß：´zÓªされている所は，.Óの当直はしている�でし��か。例え�?�県はいかがで

し��か。 

D�：当直はしていませ�。 

vß：当直はしていない。そ�すると，¯察と 24 時Óのコンタ�は取れないとい���に。 

D�：はい，取れないです。 
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ますので，経Ù'やS在感だけでもだい�違�とい�ことを·いております。 

vß：やっ�り，元¯察官とい�こと，}/pで相dには8くとい�ことです
。 

«川：すいませ�。?�は，それはいつÔからやっていた�ですか。 

vß：?�のW応ですか。 

«川：いや，その(相に，OB を 2 人�つ。 

vß：Óªされていることについてです
。 

«川：とい�のは，JST で研究をやっていた時に，fFが，私が強�に，JST のほ�から，社会

的実lをしてもら-ないと困るとい�のはせっつかれた�ですよ。高いおÏを%っている�です

からとい�。私の理解ですが。すごく，も�Kしoらかく書いてある�だけれども，!か一つ考

えてくれよとい�よ�なことを，いろ�な所に，横�もそ�だったけれども，%
にも。そ�し

たら，fFは，¯察官のOB を��(相に，あれはfF(相でし��か。 

vß：fF(相だったと思います。 

«川：に，ªいた�ですよ。それで，ど�もありがと�ご�いましたとい�ことをÂったのが，

あれが!年だ。 

=�：2017 年。 

«川：2017 年ぐらいの話な�ですが，その2からこ�なことをされていたとい�Û 

vß：ど�ですか。(相へ¯察官をÓªしたのは!年ごろか.かりますか。 

D�：Óªしたのは，定かではない�ですが，本当にここz年です。14 人になったのも，2～3 年

ほど2で，その2はその4zしかいませ�でした。その2は，¯察OBiとい�よりは，[ほど

Âった，教職員の�がス�ール	ポーターになるよ�な感�で，!かのつてで�っ張られたとい

��は 1 人 2 人はいたよ�ですが，あくまでもOBiとい�ことではなかったよ�です。 

vß：再度ÊÀのÀmを-しましたが，平成 18 年の 9 月ごろかと思います。(�DI総務課長

Ê�の�に確かあったよ�に思えます。また，6生1(省EどもDI局のÊ�の�では，¯察官

OB を(�相¼所にn�するよ�にとい�よ�なÊÀが入っていたと記Tしております。 

«川：�の県¯はど�か·いていただけますか。 

vß：では，]�県はど�な状況でし��か。 

内®：平成 23 年 4 月から，政令t定都Pの名古屋Pの��(相と§部(相に，¯部³を 1名�

つ�Ìしておりました。平成 30 年に|しくÜカ所目のw部(�相¼所とい�のが，3 カ所目がで

きまして，そこにも 1名を�Ìしていまして，計 3名の¯部³を�Ìしておりましたが，ある�

度の目的はÀ成できたのではないかとい�ことで，平成 31 年 4 月 1 日からは，¯部³ 1名を�
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�(�相¼所に�Ìをしております。 
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いかと思います。ÏM[生，よろしいでし��か。ご"弁願ってよろしいですか 

«川：また�µ�で¦し«ないけれども，現職が入っているものはC=だったっけ。]�ですか。

C=も入っているÛ 

«.：現職も入っています。 

«川：現職が
。¯察官のOB であろ�と，現行犯でdれているやつだったら，これは現行犯½

Zできますよ
。そのときに，私は体が大きいだけのあれだけれども，元¯察の�は，大きい�

かり��なくて!らかのo術をÇに�けているから，ま� 100ÞにËい確�で違ってきち��。

そ�いった場合は OB でもいい�だろ�けれども，現職を�Ìすることの��ッとい�のは，

OB と�´した場合の��ッとい�のはどこにあるとお考えÛ 

vß：?�県は，ど�ですか。 

D�：情報共�になると思います。C施策ですけれども，以2は，Fこ�はFこ�，こっちはこ

っちで，!を考えているか.からない部.があったのですけれども，�Ìすることによって，お

互いにパイ�ができたことで，協定を§�とい�よ�な話もスムー
に進�ました。あとは，協

定後の情報共�シス�ム構築の話も�まく話し合いが進�だとい�ことを実感しております。 

vß：]�県は，いかがでし��か。 

内®：現職¯察官が行くことによる��ッは，[ほどおっし�ったよ�に情報共�とい�のは

ある�ですけれども，¯察と(�相¼所との合同©�とい�のを�]にやるよ�になりました。

]�県では，モデル�ウスや展示場°の場所をお�りいたしまして，Dの�に，Eども役，お父

さ�役，おnさ�役とい�のをÄªしまして，そこで¯察官，(�相¼所，(�相¼所が[Ýで

す
。(�相¼所が¥検，¯察官が支援とい�役3でEどもを一時%護する©�な�かを計画的

にやっております。 

vß：C=県は，いかがでし��か。 

«.：お二人のお話と全く同�で，情報共�がま�早いです。事�化の検Ãや司法Ûoの事2共

�が¤早いです。また，(�がDI復帰する場合に，的確に役3.lができるところが��ッ

です。 

vß：なかなか難しいご質Gでした
。(�相¼所との文書協定につきましては，Àmにご�い

ますよ�に，それ�れ§�れております。次に，協定書だけではなくてシス�ム連携とい�こと

も行-れておりまして，1 つ，|�の情報共�に関する取り�めとい�ものが県の�ーム�ージ

から¾つかりましたので，これをご紹介して(めたいと思います。 

 (�相¼所から¯察へp�する情報については，¯察からK会があった(�のÐ去のW応状況

 198 

vß：]�県は，ど�でし��。 

内®：(�相¼所に¯察官は当直はしておりませ�。.Óに緊\でchした事案につきましては，

©もしくは¯察の�にÊ報がありましたら，人Ç安全W策課とい�部©が 24 時Ó体制でW応し

ております。その人Ç安全W策課に，r年の�からK年課から 1名�つ¯部³が 1 人sまって 3

交代でおります。その¯部³が(�£Z事案に関して判sし，¯察©にt示を-しております。 

vß：(相の職員の��では難しいとか，Nいとい�よ�な感�があると思�のですが，そ�い

�ものに¯察OB は役に立つのだろ�なと思います。C=県は，よろしいですか。 

«.：大�Bです。 

vß：|�県は 5 つの(相がありますが，いかがでし��か。 

ÏE：現在は，県の(相 1 カ所に¯察OB の�が 1名と，政令Pである|�Pの(�相¼所も 1

カ所にOB の�が 1名おられます。元�は，�の(相にも，Óªされていました。平成 21 年に，

|�Pの(相にOB の�が行ったのがQまりだった�ですが，現在は 2 カ所の(�相¼所に 1名

�つのOB の�とい�ことです。 

vß：2 カ所の(�相¼所とい�のは，どことどこになりますか。(相が 5 つありますよ
。 

ÏE：県のほ�は|発田(�相¼所です。 

vß：4�目の所。 

ÏE：あとは|�Pの(相です。 

vß：だ�だ�と時Óがなくなってきてしまいましたので，会場からの質Gがありまして，Kし

難しいかもしれませ�が，¦し«ご�いませ�。日本大学のÏMB介[生からです。4 月の体¨

全ÛS止にFけた取り組�はどのよ�なものかとい�ご質Gです。|�県から答えられますか。

体¨S止法へのW応について。 

ÏE：すいませ�。|�県は，主管が，E�B]安全W策課のほ�に9きまして，K年課のほ�

ではやっていないのもありまして，そ�い�理�で。 

vß：難しい質Gなので¦し«ないです。では，]�県はいかがでし��か。 

内®：人Ç安全W策課のほ�でW応しています。体¨による事�となると²疑¼が大人，²G¼

がEどもとなりますので，刑事部か人Ç安全W策課の�でW応することになるかと思います。¦

し«ご�いませ�。 

vß：C=県はいかがでし��か。 

«.：同�です。 

vß：¯察の�でも部©が.かれると，公開の場で，推Hも，こ�ですとい�のはお答えしにく
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 最後ですが，?�県¯では，7 つの(相や支所がchした(�£Z(情報データベースを県¯

が検Yすることができるシス�ムが-来�がっております。 

このシス�ムのÏ�に関して，いろいろと8Wのごn¾もあるよ�です。 

Aし支えなけれ�，�所，�名，生年月日とÊ告歴と書いてありますが，これ以外の情報はあり

ますか。また，それ以外の情報，例え�，(相内での，�ース会Èやア�ス�ンし情報を¯察

として[要でし��か。 

D�：そこまでは。 

vß：[要ないÛ 

D�：ない。 

vß：[要ないですよ
。 

D�：はい，ないです
。 

vß：¯察としては，そ�なに¥かい情報までは[要ないとい�ことですよ
。 

D�：そ�です。 

vß：つまり，その人がÐ去に(�Ê告を9けているか，9けていないかとか，一時%護されて

解Öされたかとい�ことだけが�れれ�いいのであって，�Çに関するº¥な内容までは�らな

くてもいいとい�ことですか。[要がないとい�。 

D�：そ�です
。 

vß：̄ 察からÊ告するÖには，ある�度の情報は¯察�9でchできていると思います。また，

[査が[要であれ�，K年部Ôではなく，[査部Ôがd²きにのっとって[要なものだけを入d

するので，(�相¼所内でのn思�定経Ðや&人情報は�要とい�ことです
。 

D�：そ�です。 

vß：情報交換については，(�の生$とÇ体を守るためにÕ定するとい�ことで，?mされる

よ�な情報入dではないとい�ことですよ
。このよ�な(�£Zのシス�ムが今は-来�がっ

ています。 

 次は，神奈川県のシス�ムです。?�県の場合には，県庁が(相からの情報を，データベース

を"りまして，このデータベースにWしてア��スする�Hのよ�です。神奈川県のシス�ムの

情報共�化シス�ムですが，県(相，川J(相，相�.(相，横×¿(相と§�でいます。�|

Pは，全国に 58Pありますが，その�で独¹に(�相¼所をÄªしているのは，横×¿P，Ï@

Pと明«Pの 3 Pです。今後，w� 23 :にも(�相¼所をÄªするなどの予定があります。神

奈川県では，県(相，川J(相，相�.(相，横×¿(相とをLGWAN（地�公共団体の情報共
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も2めて可能とされています。それから，£Zにより重大な§�が生�ている恐れがある事案な

ど，一時%護の[要]が高いものについても，(�相¼所から¯察へp�することとなっていま

す。%護¼の']が強い事案や，Ê告後の安全が 48 時Ó以内にできないとい�とき，一時%護や

施Äを¹所してDI復帰する²£Z(�，その�，その後のW応についてもp�すること，その

�，(�の安全確ºに関する[要な情報についてもp�するとい���になっていて，この|�

県の�ーム�ージから¾ると，かなりのyの情報がp�されるとい�ことになってきています。 

 一�で，¯察から(�相¼所へp�する情報とい�のは，もちろ�Ê告の2�で¯察が当�£

Zの疑いが高いとい�よ�に¨�している-けです
。(�相¼所から援7要¾があった(�の

こと，それから，¯察が£Zを¨�した(�，その�，(�の安全に[要なことと書いてありま

す。 

 ÏE³�がお答えできるかど�か，さっき�%されたので，お答えいただけるかど�か.から

ないのですが，情報p�を行�場合，�県は，本部のK年課または人Ç安全W策課と連絡を取っ

ていることになっていますが，|�県の場合は，¯察©と連絡すると書いてあります。な�，¯

察本部ではなく，¯察©なのか，そのÉりは.かりますか。 

ÏE：これは私の想%な�ですけれども，より早く情報p�，情報共�するためのものだと思い

ます。本部を介している，その時ÓもVしいとい�ぐらいではないかなと思います。 

vß：私も司会をするにあたって，�の県についての情報共�の取り組�や�§をした文書につ

いて調�たのですが，実は�ーム�ージから¾つからなくなってしまったのです。これまでは¾

えていたものもあったのに�思Èなことに，最Ëは¾えなくなっているのです。 

]�県では，このよ�に書いてあります。]�県は非Qに.かりやすいです。 

(�相¼所から¯察への情報p�については，(�£ZÊ告として9理した全ての事案について，

(�の�名，生年月日，P�村名，状況も教えていただけます。¯察からK会を9けた場合に，

当¬(�による取組状況，取Vい状況，支援の]ªとい�ところまで教えていただける。¯察か

ら(�相¼所への情報p�については，(�の安全確%にÀすると思-れるものをp�するとい

���になっていまして，共�の�法も�ーム�ージ�に-ておりました。この(�Ê告として

9理した全ての事案について，(�の�名，生年月日，P�村，状況°については，o月定�的

に，]�県$R福祉部(�DI課から]�県¯本部の生�安全部K年課にWして，1 カ月.まと

めてp�されるとい�ことが.かりました。 

 C=県では�ーム�ージから文書が検Y�能でした。ただ，(�£Zの防止にWする情報共�

に関する協定が 30 年 7 月 5 日に行-れたとい�ことだけがÇっておりました。 
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代の報告の�で，¯察がÊ告をしたり，(相にÊ告されてから立ち�がるのではなく，行政の情

報の�から，もっと2に`�査定（�ス�スコア�ン	）ができるのではないか。d大なデータ

の.7は，AI を��することによって可能になるではないかとい�ことを考えています。も�一

つは，¯察の��でも同�ですが，ベ�ランの職員の�たちが¹職していきます。(相も施Äを

1Ä，職員を1やすことはもちろ�[要です。しかし，初心¼�かりになっても困ります。©�

や経Ù�が�に[要だと思いますので，ベ�ランの職員の��ッジをシス�ム�で±®��しな

けれ�ならないとい�ことではないかと考えています。ど�やってそのシス�ム�に表すことが

できるかを考えたいと思います。例え�，シス�ム�に「この人の`�が高いですよ」，「&[

Ö はこのよ�です」とい�ことを教えて，それを人Óが判sして，Ê告になる2にW+するこ

とができないのかとい�よ�な研究に参加しております。!部かÀmをsってきておりますので，

もし[要な�がおられましたらご´いただけれ�と思っています。 

 いろいろとtzのご質Gを頂きながら，私の�dÖで�まくいかないことがあり¦し«ご�い

ませ�でした。また，4 つの県¯の�には，�理難題の質Gも�つけましたが，ご"弁願います。 

 本日は，ありがと�ご�いました。 
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�化シス�ム）を使って直oア��スして，それ�れの(相がsっているデータベースにア��

スするよ�です。その場合は，¯察本部の人Ç安全W策課かK年�成課員の�ア��スできるこ

ととなっています。このデータは，[査には��しないとい�ことになっており，Eどもの安全

確%とい�行政目的のためだけに使�とい�ことになっています。横�P(相は，残念ながらシ

ス�ムではなくて，横�(相に¯察官 OB がおりますので，24 時ÓÍ話によりK会が可能なの

で，シス�ム化はされていないとい�ことになります。 

 ]�県でもシス�ム化を検Ãされていると思�のですが，いかがでし��か。 

内®：大体，県から月に 2 回，名古屋Pからは 1 回，シス�ムで，(�相¼所にÊ告された事案

について全�共�とい�ことで，情報共�がなされております。平成 30 年につきましては，]�

県から情報p�された(�£Zの全�Ê報の�ち，̄ 察がchしていたのは£4zとい�ことで，

¯察のº�していない部.についてデータベース化しています。 

vß：こ�したデータベース化については，いろいろと��アしなき�いけないことがあります。

時Óがあれ�，�ンスッ�	ースについてもÈ題としたかったのですが，私の時Ó調lの�

dÖでご�いまして，この部.についてはご紹介だけとさせていただきます。 

 同一L�に同Hしているのが福C県福CPこども総合�ンター，い-ゆる(相の�に¯察のK

年	ポー�ンター，教�D員会，Q駐の弁護士さ�がいる�ンスッ�です。それから%
?

PのEども�ンターについては，(�相¼所，K年支援室の機能の一¥になった施Ä，IÔスタ

ッフが入っていますが，ここの�に¯察のK年	ポー�ンターが2まれています。[ほど，K

年	ポー�ンターについていろいろとお話をしていただきましたが，¯察内部に�ンターをつ

くらないで，相¼をしやすいよ�に民Óのルを�りたり，県や，そ�い�シス�ムを，県°の

施Äをお�りしたりしているとい�ことがご�います。これは，地�.権一括法の2には°政法

�のG題があって，県の機関がPの機関に入るとい�のは地�°政法違8ではないかとい�よ�

なことについて疑Gをされ，なかなか実現できないとい�こともあったよ�ですが，地�.権

一括法の進bにより，目的が同�なら一¥でもよいのではないか，使�mなどの応.のÄlをす

れ�¯いとい�ことになっているよ�です。 

 さて，本当の最後になりました。]�県と県¯が，¥検・[Yの共同W+©�を実施したとい

�ことが報道されていました。今，私が関-っている研究の�で，緊\W+©�について，VR�

�ー�ャル�ア��ィーを��してできないかとい�ことを考えております。そ�なれ�，今は，

事�想定を"りW+するとい�ことですが，VR では，現場や現�，現実を¾ながら展開してい

くことになりますので，いつでも，どこでも©�ができるのではないかと考えています。第 5�
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